
明
代
に
お
け
る
法
帖
の
刊
行
と
蘇
州
文
氏
一
族

増

田

失日

之

一

問

題

の

所

在

二

文

氏

と

法

帖

(
l
)

「
書
」
の
流
通
と
法
帖

(
2
)

文
氏
以
前
の
法
帖
|

|
二
王
府
に
よ
る
法
帖
刊
行
|

|

(
3
)

文
氏
に
よ
る
法
帖
刊
行
事
業

三
文
氏
一
族
と
「
宗
族
」

(
1
)

文
氏
と
そ
の
「
宗
族
形
成
」
の
動
き

(
2
)

文
氏
と
「
文
化
資
本
」

四
結
語
|
|
今
後
の
課
題
と
と
も
に
|
|
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問

題

の

所

在

明
代
を
通
じ
て
、
蘇
州
府
を
中
心
と
す
る
江
南
地
方
は
中
園
の
経
済
・
文
化
を
代
表
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
絹
・
木
綿
と
い
っ
た
軽
工
業
の

護
達
、
そ
れ
に
件
、
つ
大
商
人
の
出
現
、
ま
た
外
園
貿
易
に
よ
る
銀
の
流
入
な
ど
の
諸
状
況
を
背
景
と
し
て
、
明
初
の
混
乱
を
完
全
に
牧
拾
し
終

(
2
)
 

え
た
成
化
・
弘
治
年
聞
を
経
て
嘉
靖
、
更
に
蔦
暦
年
聞
に
入
る
と
、
そ
の
経
済
的
繁
栄
は
絶
頂
に
達
し
た
。
こ
う
い
っ
た
江
南
地
方
の
経
済
的

繁
栄
は
そ
の
文
化
隆
盛
の
た
め
の
土
壌
と
な
り
、
蘇
州
を
中
心
と
し
て
、
沈
周
・
祝
允
明
・
文
徴
明
・
唐
寅
ら
を
は
じ
め
と
す
る
個
性
豊
か
な

文
人
を
数
多
く
輩
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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姑
蘇
人
は
聴
慧
に
し
て
古
を
好
み
、
亦
た
善
く
古
法
を
倣
い
て
之
れ
を
篤
す
。
書
重
の
臨
筆
、
鼎
葬
の
冶
淳
は
、
能
く
量
一
贋
を
し
て
嬬
ぜ

ざ
ら
し
む
。
又
た
善
く
海
内
の
上
下
進
退
の
権
を
操
し
、
蘇
人
以
て
雅
と
篤
せ
ば
、
則
ち
四
方
随
い
て
之
れ
を
雅
と
し
、
俗
と
せ
ば
、
則

(
3
)
 

ち
随
い
て
之
れ
を
俗
と
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
文
人
た
ち
は
蘇
州
、
ひ
い
て
は
全
国
の
文
化
推
進
の
牽
引
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

(4
)
 

こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
文
人
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
端
的
に
示
す
と
「
遁
徳
的
能
力
具
備
を
原
理
と
し
、
古
典
数
養

と
作
詩
文
能
力
に
よ

っ
て
選
抜
さ
れ
、
官
と
し
て
の
統
治
能
力
が
期
待
さ
れ
る
、
儒
数
的
知
識
人
す
な
わ
ち
政
治
的
・
文
化
的
支
配
唐
」
で
あ

る
士
人
(
士
大
夫
)
が
、
「
公
的
活
動
か
ら
離
れ
た
私
的
生
活
に
お
い
て
自
ら
の
晴
好
に
従
っ
て
琵
現
さ
せ
る
姿
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
人
と

(6
)
 

は
士
人

(士
大
夫
)
の
私
的
側
面
で
あ
り
、
そ
の
私
的
生
活
に
お
い
て
「
琴
棋
書
輩
」
に
代
表
さ
れ
る
趣
味
生
活
を
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
貰
態
は
時
代
を
追
う
に
従

っ
て、

そ
の
時
々
の
政
治
、
枇
曾
背
景
と
と
も
に
紛
先
遣
し
て
ゆ
く
。
こ
と
、
明
末
に
至
つ

て
は
、
士
人
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は
た
ま
た
科
奉
を
受
験
し
仕
官
す
る
こ
と
さ
え
せ
ず
に
文
筆
や
義
術
の
み
に
専
心
す
る
と
い

っ
た
よ
う

な
、
傍
統
的
な
文
人
の
あ
り
方
を
逸
脱
し
た
様
々
な
形
態
の
文
人
が
数
多
く
現
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
山
人
」
と
呼

の
「
経
世
済
民
」
の
義
務
を
顧
み
ず
、

ば
れ
る
も
の
た
ち
は
、
江
南
地
方
に
お
い
て
様
々
な
階
層
を
行
き
来
し
な
が
ら
活
躍
し
た
。
彼
ら
の
こ
う
し
た
活
躍
に
よ

っ
て
、
文
人
す
な
わ

ち
知
識
人
と
民
衆
と
を
直
分
す
る
境
界
線
が
暖
味
に
な
り
、
停
統
的
な
一
吐
曾
秩
序
が
崩
れ
去
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
、
複
雑
化
し
た
明
末
の
枇
舎

(
8
)
 

朕
況
を
作
り
出
す
一
端
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
い
っ
た
文
人
の
性
格
の
愛
蓬
と
い
う
一
つ
の
側
面
か
ら
見
て
も
、
明
代
中
期
以
降
明
末
に

至
る
ま
で
に
、
枇
合
状
況
が
刻
々
と
饗
化
し
複
雑
化
し
て
ゆ
く
様
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
9
)
 

最
近
、
明
代
文
化
史
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
出
版
文
化
史
で
は
、
嘉
靖

・
省
内
暦
年
間
以
降
、
江
南
地
方
を
中
心
と
し
て
|
|
そ
れ

ま
で
は
官
刻
と
家
刻
が
多
勢
を
占
め
て
い
た
が
|
|
営
利
目
的
の
坊
刻
出
版
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
増
大
し
た
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
出
版
量

(ω
)
 

が
急
激
に
増
大
し
た
背
景
に
は
、
前
述
し
た
山
人
た
ち
が
文
人
と
と
も
に
数
多
く
の
出
版
事
業
を
行
い
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
求
め
る
人
々
が
紅

(
H
)
 

曾
に
贋
く
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
が
、
こ
の
出
版
量
の
激
増
に
よ
っ
て
書
籍
が
大
衆
化
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



こ
う
い
っ
た
江
南
地
方
の
出
版
文
化
朕
況
の
下
で
、
文
人
の
噌
み
で
あ
る
書
董
を
中
心
と
し
た
塞
術
方
面
の
状
況
は
い
か
な
る
様
相
を
呈
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
南
地
方
の
文
化
の
諸
相
を
北
(
中
央
)
と
の
釣
比
の
中
で
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
一
大
特
徴
と
し
て
特
筆
さ
れ
る

(ロ)

の
は
、
北
宋
・
欧
陽
惰
『
集
古
録
』
、
南
宋
・
趨
明
誠
『
金
石
録
」
か
ら
脈
々
と
縫
承
さ
れ
た
「
カ
タ
ロ
グ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
文
化
で
あ
る
。

こ
の
「
カ
タ
ロ
グ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
文
化
は
後
の
文
人
趣
味
の
雛
形
と
な
り
、
明
代
初
期
に
お
け
る
曹
昭
『
格
古
要
論
』
等
の
趣
味
書
や
、
明

末
に
な
っ
て
盛
ん
に
編
纂
さ
れ
る
書
書
一
録
、
そ
し
て
書
家
の
名
跡
を
刻
し
た
法
帖
を
生
み
出
す
も
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
カ

タ
ロ
グ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
南
で
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
代
中
期
以
降
の
江
南
地
方
に
お
い
て
は
、
文
人
や
彼
ら
を
と
り
ま
く
者
た
ち
が
様
々
な
活
動
を
す
る
中
で
、
江
南
濁
特
の

文
化
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

翫
に
、
文
人
と
は
士
人
(
士
大
夫
)
の
私
的
側
面
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
今
度
は
、
嘗
時
の
複
雑
化
・
流
動
化
し
た
江
南
枇
舎
に
お
け
る
、
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士
大
夫
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
宋
代
に
確
立
し
た
科
奉
官
僚
制
度
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
士
大
夫
」
と
い
う
階
層
が
新

た
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
、
任
官
へ
の
遁
が
一
部
の
賎
民
を
除
い
た
全
て
の
人
々
に
開
放
さ
れ
て
い
た
た

め
、
彼
ら
士
大
夫
が
獲
得
し
た
身
分
も
一
代
限
り
で
あ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
。
更
に
は
、
家
産
均
分
(
祈
産
)
の
慣
行
に
よ
っ
て
、

獲
得
し
た
財
産
も
次
世
代
以
降
は
均
等
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
子
孫
が
科
奉
を
通
じ
て
任
官
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
基
盤
も
保
誼
さ

れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
身
分
も
財
産
も
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
子
孫
が
絶
え
ざ
る
管
鴛
を
行
わ
な
い
限
り
、
そ
の
家
系
が
蹴

曾
的
に
埋
浸
す
る
と
い
う
宿
命
を
常
に
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宋
代
以
降
の
枇
舎
で
は
、
「
宗
族
」
と
い
う
粗
先
を
共
通
に
し
、

ま
た
宗
法
の
原
理
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
血
縁
集
圏
を
形
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
具
韓
的
手
段
が

「族

譜
の
編
纂
」
・
「
杷
堂
の
設
置
」
・
「
共
有
地
を
経
済
基
盤
と
す
る
義
荘
の
設
立
」
で
あ
る
。
明
代
中
期
以
降
、
華
中
・
華
南
地
域
に
お
い
て
こ
の
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よ
う
な
「
宗
族
形
成
」
の
動
き
が
高
ま
っ
て
く
る
が
、
経
済
的
文
化
的
繁
条
を
極
め
た
蘇
州
に
お
い
て
も
同
様
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
「
宗
族
形

(
日
)

成
」
の
潮
流
が
府
城
を
中
心
と
し
て
府
下
の
豚
城
、
市
銀
、
農
村
へ
と
媛
大
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
文
人
・
士
人
の
雨
面
に
わ
た

っ
て
、
明
代
中
期
以
降
の
江
南
祉
曾
を
略
遮
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
江
南
枇
舎
に
お
い
て
、
書
書
一

の
大
家
と
し
て
著
名
な
文
徴
明

(成
化
六
年
|
|
嘉
靖
三
八
年
)
を
は
じ
め
、
家
刻
の
-
岨
と
稽
さ
れ
る
長
子
の
文
彰

(弘
治
一

O
年
|
|
寓
磨
元
年
)、

次
子
の
丈
嘉

(弘
治

一一

一
年
|
|
寓
暦

一
O
年
)、
明
末
に
登
場
し
た
曾
孫
の
文
震
孟

(高
暦
二
年
|
|
崇
頑
九
年
)、
震
孟
の
弟
で

『
長
物
志
』
を

著
し
た
文
震
亨

(寓
暦
一

三
年
|
|
清
・
順
治
二
年
)
な
ど
、
套
術
方
面
に
お
い
て
秀
で
た
才
能
を
護
揮
し
、
文
人
た
り
え
る
人
物
を
数
多
く
輩

出
し
て
き
た
蘇
州
文
氏
は
、

(M
)
 

世
よ
遁
徳
文
雅
を
以
て
海
内
に
冠
見
た
り
。

文
氏
待
詔
(
徽
明
)
よ
り
以
来
、
累
世
皆
な
風
雅
を
以
て
士
林
の
推
す
所
と
震
る
。

と
稽
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
文
」
で
名
の
知
れ
た
一
族
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
蘇
州
文
氏
の
中
で
も
文
徴
明
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
徴
明
の
事
跡
を
集
め
た
年
譜
や
、
ま
た
は
彼
の
書
董
作
品
に
つ
い
て
書
法
史
、
給
量
史
の
文
脈

(
凶
)

で
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
徴
明
・
彰
・
嘉
ら
文
氏
が
関
係
し
た
『
停
雲
館
帖
』
を
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中
心
と
す
る

一
連
の
法
帖
刊
行
事
業
で
あ
る
。
明
代
に
お
け
る
法
帖
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
江
南
濁
特
の
「
カ
タ
ロ
グ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
文
化

の
影
響
を
受
け
て
存
在
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
刻
書
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
法
帖
に
つ
い
て
は
今
ま
で

出
版
文
化
史
の
文
脈
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
義
術
関
係
の
出
版
物
の
中
で
も
、

一
方
で
董
譜
、
印
譜
な
ど
へ
の
論
及
が
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
法
帖
だ
け
等
問
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
法
帖
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
書
法
史
の
分
野
に
お
い
て
の
み

(口
)

そ
の
研
究
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
第
一
の
問
題
貼
と
し
て
、
こ
の
法
帖
が
明
代
出
版
文
化
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
法
帖
刊
行
が
ど

の
よ
う
に
行
わ
れ
贋
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
、
を
設
定
し
た
い
。
そ
の
際
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
帖
刊
行
の
縛
換
黙
と
も
な
っ
た
嘉
靖
年
間

を
中
心
と
し
た
文
徴
明
・
彰

・
嘉
父
子
の
活
動
を
追
っ
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
、
明
代
に
お
け
る
「
宗
族
形
成
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
管
見
の
範
固
に
お
い
て
、
あ
る
文
人
の



一
族
を
通
じ
た
研
究
、
「
宗
族
形
成
」
問
題
を
文
人
一
族
を
針
象
と
し
て
論
じ
た
研
究
は
非
常
に
少
な
い
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
の
第
二

の
問
題
黙
と
し
て
奉
げ
る
の
が
、
明
代
文
人
一
族
の
代
表
格
と
も
い
え
る
文
氏
が
、
一
族
を
通
じ
て
そ
の
擦
黙
で
も
あ
る
蘇
州
を
中
心
に
、
ど

の
よ
う
に
し
て
一
族
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
、
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
貼
へ
の
論
及
は
、
蘇
州
文
氏
が
、
法
帖
刊
行
を
通
し
て
、
明
代
文
化
史
を
語
る
上
で
不
可
鉄
の
要
素
で
あ
る
出
版
文
化

史
へ
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
の
か
、
更
に
は
、
そ
う
い
っ
た
法
帖
刊
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
重
要
な
文
化
的
皆
震
を
遁
し
て
、
如
何
に
し

て
「
文
氏
H

文
人
一
族
」
と
い
っ
た
認
識
を
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

文

氏

と

法

帖

(
1
)
 
「
書
」
の
流
通
と
法
帖
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凡
百
の
技
妻
、
書
は
上
な
り
。
ト
盆
は
之
れ
に
次
ぎ
、
棋
は
閑
心
を
損
な
い
、
重
は
人
に
役
せ
ら
る
。
其
の
他
の
術
数
は
、
遠
く
に
致
さ

ん
と
す
る
も
泥
ま
ん
こ
と
を
恐
る
。
荷
く
も
其
の
理
に
精
し
け
れ
ば
、
皆
な
名
を
成
す
に
足
る
も
、
高
下
の
聞
は
剣
然
と
し
て
千
里
な
り
。

少
き
よ
り
賎
し
く
、
渉
猟
せ
ざ
る
な
け
れ
ど
も
、
究
寛
成
す
こ
と
無
し
。
皆
な
機
綾
に
同
じ
く
、
今
己
に
一
切
勅
断
す
れ
ど
も
、
惟

(
M
M
)
 

だ
柔
翰
は
宿
業
な
り
て
、
向
お
未
だ
駆
除
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
の
み
。

と
、
『
五
雑
組
』
を
著
し
た
謝
肇
糊
は
、
あ
ら
ゆ
る
技
委
の
中
で
「
書
」
を
最
上
に
置
い
て
い
る
が
、
彼
は
ま
た
、
嘗
時
寓
暦
年
聞
の
「
書
」

人
刀ミ

を
と
り
ま
く
悪
し
き
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
遮
べ
て
い
る
。

今
世
の
書
書
一
に
七
厄
有
り
。
高
債
厚
値
に
し
て
、
入
信
う
能
わ
ず
、
多
く
は
権
貴
に
錆
し
、
異
贋
錯
陳
す
、

一
の
厄
な
り
。
豪
門
籍
浸
せ

ら
れ
、
童
く
天
府
に
入
り
、
柵
埠
輩
減
量
し
、
永
く
人
聞
を
辞
す
、
二
の
厄
な
り
。
名
を
峻
る
俗
子
、
好
事
の
佑
客
、
金
を
揮
っ
て
争
い
て
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買
い
、
復
た
淫
・
清
無
し
、
三
の
厄
な
り
。
利
を
射
る
大
盟
、
貴
賎
愚
遷
し
て
、
綾
か
に
麗
息
有
れ
ば
、
即
ち
俗
手
に
蒋
ず
、
四
の
厄
な
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五
の
厄
な
り
。
膏
梁
紘
袴
、
目
は
了
を
識
ら
ず
、
水
火
盗
賊
、

悟
然
と
し
て
問
わ
ず
、
六
の
厄
な
り
。
拙
工
装
演
す
れ
ば
、
面
白
損
失
し
、
好
傷
臨
肇
す
れ
ば
、
混
滑
緊
訟
す
、
七
の
厄
な
り
。

り
。
富
貴
の
家
、
朱
門
空
し
く
鎖
し
、
楊
笥
塵
を
凝
ら
し
、
肱
望
果
腹
す
、

こ
れ
は
、
大
枚
を
は
た
い
て
書
室
作
品
を
買
い
漁
る
、
員
の
鑑
識
眼
を
持
た
な
い
「
好
事
家
」
や
商
責
の
た
め
に
貴
賎
の
聞
を
暗
躍
す
る
ブ

ロ
l
カ
l
の
存
在
、

そ
れ
に
よ
る
贋
作
の
増
加
と
い
っ
た
書
量
の
「
厄
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
換
言
す
れ
ば
、
鑑
賞
の
針
象
で
あ

っ
た

つ
ま
り
、
嘗
時
に
お
け
る
「
書
」
を
、
商
品
経(

幻
)

済
の
贋
が
り
と
い
う
枇
舎
経
済
史
的
な
叡
貼
か
ら
な
が
め
る
と
、
き
わ
め
て
大
衆
化
、
商
品
化
に
む
け
て
琵
展
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(n) 

そ
し
て
、
こ
の
舞
蓋
と
な
っ
た
の
が
、
蘇
州
を
中
心
と
し
た
、
嘉
興
、
松
江
、
杭
州
、
徽
州
と
い
っ
た
江
南
地
方
な
の
で
あ
る
。

(

幻

)

(

剖

)

大
野
修
作
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
明
代
の
「
書
」
の
特
徴
と
し
て
、
既
に
述
べ
た
「
書
董
録
の
流
行
」
と
「
潤
例
の
護
蓬
」
と
と
も
に
、
「
法

(
お
)

帖
の
家
刻
」
を
翠
げ
て
い
る
。
明
代
中
期
以
降
、
文
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
「
文
房
清
玩
」
の
一
つ
と
し
て
、
書
跡
や
法
帖
の
鑑
賞
と
収
集

(
お
)

が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
書
跡
の
鑑
賞
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
員
跡
を
用
い
る
の
が
第

一
で
あ
る
の
だ
が
、
同
県
跡
が
な
い
場
合

書
董
作
品
が
、

そ
の
枠
を
超
え
商
品
と
し
て
確
か
に
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

に
鑑
賞
に
供
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
法
帖
で
あ
る
。
彼
ら
が
書
を
皐
ぶ
際
、
耳
目
か
ら
元
に
至
る
多
く
の
名
跡
を
す
べ
て
皐
ぶ
こ
と
が
前
提
と
な
っ
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て
い
た
た
め
、
そ
の
鑑
賞
と
収
集
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
宮
廷
や
王
府
を
は
じ
め
、
文
人
の
家
々
に
お
い
て
も
、
書
跡
の
牧
歳
、

閲
玩
、
鑑
識
、

購
求
が
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
程
の
活
況
を
呈
す
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
人
た
ち
は
、
臨
事

(
幻
)

の
妙
と
鋳
刻
の
精
を
競
っ
て
、
次
々
と
古
の
書
跡
を
勅
石
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
中
図
書
法
史
研
究
に
お
け
る
法
帖
研
究
は
、
法
帖
の
現
物
に
接
し
、
刻
入
さ
れ
て
い
る
書
の
名
跡
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
に
附

一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
と
い
え
る
。
特
に
、

明
代
の
法
帖
研
究
は
、
中
田
勇
次
郎

(
お
)

氏
に
よ
り
、
あ
る
程
度
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
明
代
の
法
帖
は
内
容
に
よ
り
二
つ
の
系
統
に
大
き
く
分
け

さ
れ
る
刊
記
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
う
こ
と
で
、

つ
ま
り
、
宋
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
淳
化
閣
帖
』
に
関
係
す
る
も
の
と
、
民
間
の
牧
戴
家
ら
が
刻
し
た
も
の
の
二
系
統
で
あ

る
。
ま
た
最
近
、
中
固
に
お
い
て
『
中
園
法
帖
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
、
書
法
史
関
係
者
の
み
な
ら
ず
多
く
の
書
家
の
注
目
を
集
め
て
い
る
が
、

る
こ
と
が
で
き
る
。



そ
の
中
で
王
靖
憲
氏
は
、
明
代
の
法
帖
に
つ
い
て
、
明
初
か
ら
嘉
靖
年
閉
ま
で
を
前
期
、
嘉
靖
年
聞
か
ら
明
末
ま
で
を
後
期
と
し
て
、
時
期
的

(
鈎
)

に
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
前
期
に
お
い
て
は
、
王
府
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
財
力
や
物
力
に
よ
っ
て
『
淳
化
閣
帖
」
を

中
心
と
し
た
宋
代
の
法
帖
が
収
集
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
翻
刻
し
た
法
帖
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
後
期
に
入
る
と
、
今
度
は
民
間
に
お
い
て
刻

帖
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

氏
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
明
代
後
期
の
商
品
経
済
の
殻
展
と
、

書
書
一
作
品
を
中
心
と
し
た
華
術
作
品

に
封
す
る
枇
舎
の
需
要
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
代
に
お
い
て
法
帖
は
ひ
と
つ
の
商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
な
明
代
の
法
帖
を
、
そ
の
刊
行
年
別
に
整
理
し
た
の
が

【
表
】

で
あ
る
。
こ
れ
を

一
瞥
し
て
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
嘉
靖
年
聞
を

境
と
し
て
、
官
(
王
府
)
に
よ
る
『
淳
化
閤
帖
』
の
翻
刻
か
ら
民
聞
に
よ
る
法
帖
の
刊
行
へ
と
法
帖
を
と
り
ま
く
賦
況
が
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
田
氏
の
提
示
し
た
こ
系
統
聞
の
推
移
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
王
氏
も
言
及
し
た
官
か
ら
民
へ
の
刊
行
者
の
交
替

で
あ
る
。
更
に
は
、
法
帖
刊
行
の
北
か
ら
南
へ
と
い
う
推
移
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、
江
南
地
方
を
中
心
と

し
た
中
園
南
部
に
お
い
て
、
さ
か
ん
に
法
帖
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
所
謂

「
カ
タ
ロ
グ
・
マ
ニ
ユ
ア

ル
」
文
化
の
特
徴
を
如
賓
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
出
版
文
化
史
の
い
う
江
南
地
方
に
お
け
る
出
版
刊
行
物
の
増
大
と
軌
を
一
に
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
民
間
レ
ベ
ル
で
法
帖
が
次
か
ら
次
へ
と
刊
行
さ
れ
流
布
す
る
こ
と
に
よ

っ
て、

「書
」
の
鑑
賞
が
庚
く
民
聞
に
ま
で
ゆ
き
渡
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る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
が
、
右
の
よ
う
な
法
帖
刊
行
形
態
の
嬰
化
の
契
機
と
な
っ
た
、
嘉
靖
年
間
刻
の
法
帖
に
は
、
本
稿
で
中
心

に
す
え
て
言
及
す
る
文
徴
明
が
多
く
絡
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
徴
明
の
法
帖
刊
行
を
範
に
と
る
か
の
よ
う
に
、
以
後
爆
接
的

に
法
帖
刊
行
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
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法帖名

i享化閣帖(泉州本)

東書堂集古法帖

賓賢堂集古法帖

異質粛帖

淳化閣帖(哀氏本)

停雲館帖

二王帖

二王帖選

i享化悶帖(顧氏本)

琳光棲帖

i享化閤帖Ci番氏本)

貿翰藤園朝書法

二王帖

玉蘭堂帖

主主清驚帖

来禽館法帖

千草薮帖

瑞墨斎米書

墨池堂選帖

戯鴻堂法書

刊行年 地域

i共武 4 泉州

永祭14 開封(周王府)

弘i古2-9 太原(菅王府)

嘉靖元 無錫

嘉靖初頭 呉

嘉靖16-39 長洲

嘉靖26 江陰

嘉靖27 長洲

嘉靖45 上海

嘉靖間 郵

高暦10 上海

高暦13 蹄安

蔦暦13 呉江

高暦18 雲陽

高暦24-42 休寧

高暦28 臨i青

高暦30 新安

高暦30 郭城

寓暦30-38 長洲

高暦31 華亭

[表] 明代の法帖

撰集人名 纂勤人名

朱有敬

王準・楊光鴻・胡漠・ 宋瀬・劉璃
楊文卿

華夏 文徴明・文彰・文嘉

文徴明 文彰・文嘉

湯世賢

文徴明 章傑

顧従義

豊坊

茅一相

董漠策

美氏

呉廷 呉廷・楊明時

耶伺 邪伺

寓枚瑞

章藻

董其昌

錦刻人名

朱有散

宋瀬・ @J璃

章筒甫

i且恕章筒甫・呉璃

章傑

呉璃

張環

I番允亮 ・話番雲龍

章田・馬士龍・尤祭

董1英策

楊明時

呉感新・臭士端

許氏

高枚瑞

備考

泉州知府常性による

成化17年翻刻

朱奇源の命による

霊童殺による

拓尤敬

審定'董其昌・陳纏儒

<.0 
申
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雲浪欝蘇帖

寅鼎草野法書

哲彦岡斎墨妙

玉畑堂帖

書種堂帖

淳化閣帖(粛府

本)

金陵名賢帖

晩香堂蘇帖

玉煙堂董帖

書種堂績帖

篤斐堂革主帖

秀餐軒帖

三十二程金剛経帖

紅綬軒法帖

錫競舘帖

崇蘭舘帖

来禽館虞蹟・績刻

来仲楼法書

延清堂帖

激観堂帖

果亭墨翰

高暦36

高暦37 上海

高暦39 金壇

高暦40 海寧

高暦42 華亭

寓暦43一天啓元 蘭州(粛王府)

高暦43

高暦44 華亭

寓暦44-崇頑3 若草2事

高暦45 華亭

寓暦45 太倉

蔦暦47 海寧

高暦47

高暦47 呉

高暦末 呉

泰昌元 華亭

泰昌克・天啓冗 臨清

天啓 2 華苧

天啓4 臭

天啓 4 海陽

天啓 6 菅江

虚氏

臭之験

王肯堂 王肯堂

陳琳 陳獄

董鏑

i~知玉・張感召

徐氏

陳縫儒 懇蓮儒・古泳蕉幻・陳

夢蓮

練元瑞 臭朗

葦鏑

王時敏

陳音永 陳冗瑞

徐雅池

陳JE昌

莫後畠 莫後昌

王沿 呉士端

董鋳

際主E昌

程斉

張瑞典

管瓢卿

呉之験

徐氏

呉朗

張鞠・李霊雲

陳鉦昌

陳鉦昌

顧功立

管掴卿

陳主E昌

程斉

董其昌嘗

董其昌害

朱検の命による

董其昌書

董其昌害

王衡書

董其昌書

董其昌書

莫知忠・莫士龍書

邪伺書

董其昌書、審定:董毒事

聞

董其昌書

張瑞圃書

p、
吋‘



。。
でデ 法帖名 刊行年 地域 撰集人名 奉勅人名 鎖刻人名 備考

之室集帖 天啓開 粛協中 那伺 ・耶慈静香

観復堂帖 天啓問 海寧 陳元瑞 陳元瑞

三草月震詰 天啓問 呂兆熊 董其昌書

}青饗堂帖 崇頑元一10 新都 呉槙 呉禎

汲古堂帖 崇頑 3 華亭 査庭 呉泰商 顧紹動沈肇貞 董其昌書

研櫨帖 崇頑4 呉泰 董其昌書

賓葬堂帖 崇績4 無錫 秦爾基

晴山堂帖 崇頑 5 江陰 徐弘組 何世太

銭漢楼帖 崇頑 5 華亭 張以誠 張以誠 張弼書

有美堂帖 崇積8 松陵 陸紹漣

這徳経帖 崇頑8 劉虚中 諸文彰

奮雨軒蔵帖 崇頑13 上海 朱長統 朱長統

片玉堂詞翰 崇椋13 華亭 陸起龍 陸起龍 陸深書

快雲堂帖 崇頑14-? l~州 i馬詮 劉光陽 劉光陽

浮雲校帖 崇頑開 宜興 蒋如奇

話古海裁民帖 崇頑開 海寧 陳甫伸 章鋪

浪華館真蹟 崇頑末 開中 張鞠・張爾棺 張開・張爾楕 主鐸書

* 刊行年代、関係人物等、詳細不明のものは載せていなし、主に 『中園法帖全集J. r叢帖目Jの雨書を参照にしたが、記述の異なる箇所は前者によ

った。

αコ
てが



(
2
)
 
文
氏
以
前
の
法
帖
|
|
二
王
府
に
よ
る
法
帖
刊
行
|
|

先
に
掲
げ
た
【
表
】
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
氏
が
関
係
し
た
嘉
靖
年
聞
に
お
け
る
法
帖
刊
行
の
前
に
は
、
周
王
府
・
菅
王
府
に
よ
る

著
名
な
二
法
帖
の
刊
行
が
あ
る
。

『
東
書
堂
集
古
法
帖
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
、
氷
山
楽
一
四
年
、
開
封
の
周
王
府
憲
王
朱
有
激
(
嘗
時
は
世
子
)
に
よ
っ
て
刻
さ
れ
た
法

帖
で
あ
る
。
朱
有
激
は
、
太
租
朱
元
理
の
孫
で
、
洪
照
元
年
に
周
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

ま
ず
、予

幼
き
よ
り
等
親
の
数
え
を
蒙
り
、
又
た
性
も
亦
た
書
を
喜
む
。
但
だ
不
敏
な
る
を
以
て
未
だ
撃
の
成
る
有
る
を
見
ず
。
」
毎
に
書
を
矯

さ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
菅
唐
人
の
墨
跡
を
得
ざ
れ
ば
、
但
だ
石
刻
を
規
模
す
る
の
み
に
し
て
、
各
お
の
同
じ
か
ら
ざ
る
あ
り
。
古
人
書
し

て
而
し
て
集
め
て
法
帖
を
震
る
者
の
若
き
は
、
宋
太
宗
の
淳
化
閤
帖
よ
り
始
ま
る
。
後
に
潜
師
旦
の
絡
帖
・
希
臼
の
濠
帖
・
察
京
の
大
観

帖
・
劉
寄
一
の
太
清
棲
績
閤
帖
・
紹
興
監
帖
・
劉
次
荘
の
戯
魚
堂
帖
・
曹
士
晃
の
星
鳳
楼
帖
・
曹
之
格
の
賓
耳
目
粛
帖
有
り
。
其
の
鈴
は
竣
演

に
し
て
、
蓋
く
録
す
べ
か
ら
ず
。
:
:
:
予

侍
親
の
暇
、
毎
に
古
帖
を
関
す
る
に
、
文
は
多
く
全
か
ら
ず
、
或
い
は
此
れ
有
れ
ど
も
彼
を
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鉄
き
、
或
い
は
備
を
取
り
て
員
を
棄
て
、
或
い
は
装
池
し
て
次
を
失
い
、
或
い
は
模
拓
工
な
ら
ず
、
往
往
に
し
て
臨
習
し
難
し
。
因
り
て

自
ら
愚
拙
を
端
ら
ず
、
各
家
の
字
を
集
め
、
各
代
の
書
並
び
に
得
る
所
の
異
蹟
を
考
え
、
嘗
て
臨
せ
し
者
を
以
て
之
れ
を
臨
し
、
未
だ
嘗

て
臨
せ
ざ
る
者
は
之
れ
を
馨
し
、
集
め
て
十
巻
と
鴬
し
、
之
れ
を
石
に
勤
し
て
、
以
て
自
ら
観
る
に
便
な
ら
し
む
。
敢
え
て
人
に
示
し
て

以
て
撃
と
矯
さ
し
む
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
集
成
り
て
、
之
れ
を
名
づ
け
て
東
書
堂
集
古
法
帖
と
日
う
。

こ
れ
は
、
朱
有
散
に
よ
る
法
帖
に
附
さ
れ
た
自
践
で
あ
る
。
こ
れ
を
讃
む
限
り
に
お
い
て
、
、
氷
山
楽
年
間
で
は
、
宋
代
以
来
の
「
古
帖
」
は
不
完

全
な
形
で
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
臨
書
す
る
に
堪
え
な
い
賦
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
王
府
の
力
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
さ
え

こ
う
い
っ
た
朕
況
で
あ
る
と
す
る
と
、
民
間
に
お
け
る
朕
況
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
『
東
書
堂
集
古
法
帖
』
の
刊
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行
動
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
以
て
自
ら
観
る
に
便
な
ら
し
む
。
敢
え
て
人
に
示
し
て
以
て
息
子
と
矯
さ
し
む
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
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(
位
)

い
う
部
分
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
法
帖
は
江
湖
に
庚
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
朱
有
激
自
身
の
い
わ
ば
趣
味
的
領
域
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
朱
有
散
と
同
様
の
態
度
は
、
そ
れ
か
ら
約
七

O
年
後
の
弘
治
二
年
に
菅
王
府
で
刻
さ
れ
た
『
賓
賢
堂
集
古
法
医
に
お
い
て
も

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
法
帖
は
、
太
原
の
菅
王
府
靖
王
朱
奇
源
(
嘗
時
は
世
子
)
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
朱
奇
源
の
下
の
王
進
、
楊
光
淳
、

胡
漢
、
楊
文
卿
、
宋
瀬
、
劉
鴻
ら
が
そ
の
刊
行
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
。

侍
膳
問
安
の
暇
に
お
い
て
、
亦
た
心
を
古
人
の
筆
墨
に
留
め
、
聞
あ
れ
ば
毎
に
侍
者
を
し
て
古
今
の
名
人
の
員
跡
法
帖
を
取
り
て
左

右
に
張
ら
し
め
、
終
日
梯
視
潜
玩
す
。
:
:
:
閉
ま
古
今
の
法
書
・
奇
帖
を
以
て
来
献
す
る
者
有
り
。
或
い
は
黙
董
の
是
否
、
刻
鎮
の
工
拙
、

予亦
た
頗
る
能
く
其
の
員
傷
を
嫁
ず
。
或
い
は
員
を
得
ば
、
菅
だ
に
陪
珠
・
越
壁
の
み
な
ら
ず
、
終
日
把
玩
し
、
得
手
す
る
に
忍
び
ず
。
蓬

に
愛
書
の
癖
を
成
し
、
日
積
月
累
、
前
後
左
右
、
森
然
と
し
て
九
案
の
聞
に
充
初
す
る
は
、
皆
な
古
今
の
字
書
な
り
。
:
:
:
一
日
、
侍
郎
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張
公
顕
・
都
御
史
翠
公
喧
と
淳
化
帖
に
論
及
す
る
に
因
り
て
、
世
よ
多
く
見
え
ず
、
後
演
い
て
諸
帖
を
震
る
と
難
も
、
然
れ
ど
も
多
く
は

彼
を
得
て
此
れ
を
失
う
。
:
:
:
因
り
て
淳
化
・
経
帖
・
大
観
・
太
清
棲
・
賓
耳
目
の
諸
帖
、
並
び
に
我
が
朝
の
書
を
以
て
名
を
著
わ
す
者
の

十
数
家
を
下
ら
ざ
る
を
取
り
て
、
暇
日
参
政
王
進
・
副
使
楊
光
湾
・
余
事
胡
漢
・
楊
文
卿
と
同
に
其
の
尤
な
る
者
を
捧
ぴ
、
生
員
宋
瀬
・

劉
璃
に
命
じ
て
事
勤
上
石
せ
し
め
、
畳
め
て
十
二
巻
と
矯
す
。
:
:
:
因
り
て
之
れ
を
命
じ
て
賓
賢
堂
集
古
法
帖
と
日
う
。
之
れ
を
粛
中
に

置
き
て
、
以
て
留
め
て
我
が
後
人
に
示
す
も
、
敢
え
て
士
林
の
聞
に
惇
う
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

こ
れ
は
、
朱
奇
源
に
よ
る
弘
治
二
年
の
自
蹴
で
あ
る
。
「
之
を
禁
中
に
置
き
て
、
以
て
留
め
て
我
が
後
人
に
示
す
も
、
敢
え
て
士
林
の
聞
に
俸

う
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。」
と
い
っ
た
法
帖
刊
行
の
態
度
は
、
前
の
『
東
書
堂
集
古
法
帖
』
に
お
け
る
朱
有
敗
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が

(
お
)

わ
か
ろ
う
。
こ
の
後
、
王
府
で
の
法
帖
刊
行
は
、
高
暦
四
三
年
の
粛
王
府
に
よ
る
『
淳
化
閤
帖
』
の
翻
刻
(
粛
府
本
)
ま
で
、

一
世
紀
以
上
も

の
間
行
わ
れ
な
か
っ
た
。



(
3
)
 
文
氏
に
よ
る
法
帖
刊
行
事
業

で
は
、
嘉
靖
年
聞
に
お
い
て
、
江
南
地
方
を
舞
蓋
に
し
た
法
帖
刊
行
の
稽
矢
と
な
っ
た
文
徴
明

・
彰

・
嘉
父
子
に
よ
る
一
連
の
法
帖
刊
行
事

業
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

明
代
の
名
刻
と
し
て
名
高
い

『員
賞
驚
帖
」
は
、
嘉
靖
元
年
に
無
錫
の
華
夏
が
秘
戴
の
書
跡
の
中
か
ら
名
品
を
選
ぴ
抜
い
て
刻
し
た
も
の
で
、

(
糾
)

文
徴
明

・
彰

・
嘉
父
子
の
鈎
事
、
錆
刻
の
名
手
と
し
て
名
高
い
章
筒
甫
の
錆
刻
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
帖
は
好
評
を
博
し
た
が
、

(
お
)

倭
冠
に
よ
り
焼
失
し
た
た
め
、
焼
失
す
る
前
の
拓
本
を
「
火
前
本
」
、
後
の
も
の
を
「
火
後
本
」
と
よ
ぴ
、
二
種
が
存
在
し
て
い
た
。

(
日
刊
)

華
夏
の
詳
し
い
事
跡
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
地
方
志
に
は
俸
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
若
く
し
て
王
陽
明
に
師
事

し
、
そ
の
後
文
徴
明
、
覗
允
明
ら
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
の
華
夏
と
文
氏
父
子
と
の
交
流
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
示
す
史
料
は
、
か
の
『
淳
化
閣
帖
』
の
租
刻
本
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
記
事
で
あ
る
。

世
俸
の
淳
化
帖
は
法
帖
の
租
篤
り
。
然
れ
ど
も
油
田
刻
蔓
街
し
、
宋
に
在
り
て
己
に
三
十
二
本
有
り
。
其
の
開
刻
揚
の
工
拙
、
格
墨
の
精
粗
、

互
い
に
得
失
有
り
と
難
も
、
員
を
失
う
も
の
多
し
。
然
る
に
淳
化
の
組
刻
は
、
嘗
時
に
在
り
て
巳
に
得
易
か
ら
ず
。
:
:
:
無
錫
の
華
中
甫

(
幻
)

偶
た
ま
奮
刻
六
巻
を
得
。
:
:
:
正
徳
己
卯
(
一
四
年
)
五
月
望
、
衡
山
文
徴
明
題
す
。
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余

生
れ
て
六
十
年
、
淳
化
帖
を
関
す
る
に
其
の
幾
ば
く
な
る
か
を
知
ら
ず
e

然
れ
ど
も
華
君
中
甫
の
所
戴
の
六
巻
を
過
ぐ
る
者
有
る
な

し
。
嘗
て
考
訂
を
矯
す
に
、
定
め
て
吉
本
震
る
こ
と
疑
い
無
し
。
而
る
に
中
甫

顧
て
不
全
な
る
を
以
て
恨
み
と
矯
す
。
:
:
:
嘉
靖
庚
寅

偶
た
ま
鷲
書
の
人
の
鹿
に
お
い
て
一
二
巻
を
見
る
を
獲
、
亙
か
に
中
甫
に
報
じ
厚
直
を
以
て
之
れ
を
購
得
せ
し
む
。

:
:
:
嘉
靖
九
年
秋
七
月
既
望
、
文
徴
明
識
す
。

(
九
年
)
、
児
子
嘉
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先
ず
六
巻
を
得
る
に
、
刻
揚
の
工
、
世
よ
竿
に
見
る
所
な
り
。

:
:
:
二
十
年
後
復
た
三
巻
を
得
る
。
:
:
:
今
年
発
卯
(
嘉
靖
二
二

年
)
秋
九
月
、
此
の
帖
を
閲
す
る
に
因
り
て
、
発
未
の
歳
(
嘉
靖
二
年
)
に
題
す
る
所
を
見
る
。
忽
忽
二
十
絵
年
、
字
は
弱
く
語
は
稚
し
。

中
甫
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因
り
て
訴
去
し
て
重
ね
て
之
れ
に
題
す
。
後
撃
文
彰

(
鈎
)

敬
し
ん
で
蓄
す
。

茂
苑
の
文
嘉

鑑
定
す
る
に
淳
化
閣
帖
組
刻
の
異
本
矯
り
。
後
の
三
巻
、
予

之
れ
を
得
て
、
其
の
紙
墨
の
刻
揚
、
収
蔵
の
印
記
、
行
間

の
朱
書
許
諾
を
験
す
る
に
、
中
甫
の
前
の
六
巻
と
原
と
是
れ
一
軟
な
り
。
因
り
て
以
て
中
甫
に
蹄
す
。
:
:
:
蹄
し
て
後
十
五
年
、
嘉
靖
乙

巳

(
二
四
年
)
四
月
第
り
。
再
び
同
県
賞
粛
に
お
い
て
閲
し
、
敬
し
ん
で
其
の
後
に
題
す
。

こ
の
よ
う
に
、
文
徴
明
・
彰
・
嘉
父
子
は
、
華
夏
の
法
帖
へ
の
強
い
関
心
を
理
解
し
、
嘗
時
(
正
徳
年
間
|
|
嘉
靖
年
間
)
で
は
非
常
に
貴
重
と

さ
れ
た

『淳
化
閣
帖
』
の
租
刻
本
に
つ
い
て
、
父
子
そ
ろ
っ
て
鑑
定
を
行
っ
た
り
、
情
報
を
流
し
た
り
し
て
い
る
。
正
徳
一

四
年
か
ら
嘉
靖
二

四
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
『
淳
化
関
帖
』
を
追
い
求
め
る
姿
は
、
華
夏
と
文
氏
と
の
交
流
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
だ

(
引
)

ろ
う
か
。
徴
明
の
多
く
の
書
簡
類
の
中
に
は
、
華
夏
に
書
の
名
品
を
借
り
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
述
も
あ
り
、
ま
た
彼
の
た
め
に
「
異
賞

(
必
)

驚
銘
」
を
書
い
て
い
る
。

も
最
も
著
名
な
『
停
雲
館
帖
」
で
あ
る
。
こ
の

『
停
雲
舘
帖
』
の
刊
行
は
、

名
帖
を
入
手
す
る
ご
と
に
増
刻
し
て
ゆ
き
、
嘉
靖
三
九
年
、
最
終
的
に
一
二
巻
本
と
な
っ
た
。
ま
た
、
法
帖
の
奉
勅
は
徴
明

・
彰

・
嘉
父
子
が

(

門

町

)

自
ら
行
い
、
錦
刻
は
『
巽
賞
驚
帖
』
の
刊
行
に
も
携
わ
っ
た
章
簡
甫
、
呉
市
鼎
、
温
恕
ら
が
、
拓
は
尤
敬
と
い
う
嘗
時
の
名
工
が
行
っ
た
。
こ
の

一
奉
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
嘉
靖

二
ハ
年
に
始
ま
り
、
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こ
う
し
た
、
法
帖
へ
強
い
関
心
を
寄
せ
た
華
夏
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
文
氏
も
法
帖
刊
行
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。
明
代
の
法
帖
の
中
で

『
停
雲
館
帖
』
は
後
に
寒
山
越
氏
(
越
宣
光
)
、
武
進
劉
氏
、
鎮
洋
畢
氏
、
そ
し
て
桐
郷
清
氏
へ
と
次
々
と
わ
た
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
『
停
雲
館
帖
』
の
流
通
が
、
首
時
よ
り
激
し
か
っ
た
こ
と
を
以
下
の
記
事
が
示
し
て
い
る
。

自
頃
贋
本
相
い
の
に
市
鷲
津
信
せ
ら
れ
、
混
珠
の
惜
し
み
有
る
を
克
れ
ず
。

:
:
:
余

苫
鹿
の
暇
を
以
て
、
家
本
を
取
り
て
贋
本
と
校
閲

し
、
其
の
謬
妄
を
刊
し
、
其
の
傷
靴
を
正
し
、
鉢
黍
事
総
も
、
敢
え
て
鉄
漏
な
か
ら
し
む
。
:
:
:
蔦
暦
発
未
八
月
朔
日
、
文
元
善
志
。

」
れ
は
、
文
嘉
の
子
の
元
善
に
よ
る
政
で
あ
る
が
、

『
停
雲
館
帖
』
が
完
成
し
て
二

O
年
後
の
蔦
暦
一
一
年
に
は
、

す
で
に
贋
作
が
出
る
ほ
ど

ま
で
に

『
停
雲
館
帖
』
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
ま
た
、



前
人
の
未
だ
刻
せ
ざ
る
員
跡
を
得
て
、
之
れ
を
石
に
勅
す
。
翻
本
は
則
ち
佳
か
ら
ず
。

(
必
)

と
あ
る
よ
う
に
、
翻
刻
本
の
存
在
を
示
す
史
料
も
あ
る
。
こ
の
『
停
雲
館
帖
』
に
言
及
し
た
史
料
は
非
常
に
多
く
、
逐
一
検
討
す
る
こ
と
は
紙

幅
の
都
合
上
難
し
い
が
、
こ
の
法
帖
の
影
響
を
考
え
る
際
に
、
前
述
し
た
嘗
時
さ
か
ん
に
作
ら
れ
た
書
董
録
の
類
も
参
考
に
な
る
。

こ
こ
で、

沈
周
や
文
徴
明
と
交
友
関
係
に
あ
っ
た
張
感
文
の
子
で
あ
る
、
張
丑
が
著
し
た
『
清
河
書
書
一
紡
』
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
書
は
彼
が
家

停
雲
館
帖
。
姑
蘇
文
待
詔
徴
仲

裁
の
書
董
等
に
つ
い
て
、
員
跡
に
し
た
が
っ
て
作
家
別
に
、
作
品
名
、
務
文
、
題
践
、
印
記
、
ま
た
関
連
史
料
の
引
用
を
も
記
し
た
、
最
も
整

備
さ
れ
た
書
董
録
で
あ
る
。
こ
の
著
書
の
中
で
、
張
丑
が
一
つ
一
つ
の
書
書
一
の
、
関
連
史
料
や
所
在
な
ど
を
記
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
作
品
が

掌
刻
さ
れ
て
い
る
法
帖
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
「
今
奉
刻
停
雲
館
中
」
や
「
町
停
雲
館
帖
所
載
也
」
と
い
っ
た
記
述
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
停
雲
館
帖
」
に
刻
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
附
さ
れ
た
書
作
品
は
、
唐
・
林
藻
「
深
慰
帖
」
(
『停
雲
舘
帖
』
第
四
)
、

唐
・
孫
過
庭
「
書
譜
」
(
同
第
三
)
、
唐
・
懐
素
「
草
書
千
字
文
」
(
同
第
四
)
、
唐
・
顔
異
卿
「
朱
巨
川
告
」
(
同
第
四
)
、
顔
翼
卿
「
祭
姪
季
明

文
」
(
同
第
四
)
、
宋
・
沼
仲
滝
「
遁
服
賛
」
(
同
第
六
)
、
宋
・
醇
紹
彰
「
蘭
亭
序
」
(
同
第
六
)
、
宋
・
米
帝
「
草
書
九
帖
」
(
同
第
五
)
、
宋
・
文

天
鮮

「
至
桃
源
勝
五
笹

(
同
第
七
)
な
ど
で
あ
る
。
寓
暦
年
聞
に
刻
さ
れ
た
董
其
昌
の
『
戯
鴻
堂
帖
』
、
王
肯
堂
の
『
欝
岡
斎
墨
妙
』
に
つ

い

て
も
多
少
の
関
連
記
事
は
あ
る
が
、
『
停
雲
館
帖
」
に
較
べ
る
と
格
段
に
少
な
い
と
い
え
る
。
こ
の

『清
河
書
書
一
紡
」
は
、
高
暦
四
四
年
に
完
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成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
嘗
時
さ
か
ん
に
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
法
帖
の
中
で
も
、
文
氏
の
刻
し
た
『
停
雲
館
帖
」
は
一
目
置

か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
『
停
雲
館
帖
』
が
、

確
か
な
債
格
を
も
っ
て
貰
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
存
在
す
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
そ
れ
を

以
下
引
用
し
て
み
る
。

余
が
家

近
ご
ろ
停
雲
館
法
帖
の
貞
蔵
を
戴
す
。
乃
ち
文
待
詔
先
生

之
れ
が
氷
鑑
を
篤
し
、
国
博
和
州
雨
先
生

之
れ
が
手
動
を
矯
し
、

温
恕
・
呉
薦
・
章
筒
甫
三
名
人

之
れ
が
手
刻
を
篤
す
0

・
:
:
・
特
に
以
え
ら
く
待
詔
先
生
父
子
三
人
は
皆
な
翰
墨
を
握
り
、
海
内
に
宗
匠
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た
り
て
、
名
践
を
以
て
観
賞
す
る
者
門
に
虚
日
無
し
。
是
こ
を
以
て
此
の
帖

遂
に
育

・
唐
・
宋
・
元
・
我
が
明
の
劇
蹟
を
得
て
成
く
中
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遺
帖
有
り
て
之
れ
と
相
角
す
る
に
、
織
微
も
克
宵
せ
ざ
る
無
し
。
名
公
の
苦
心
、
此
こ
に
お
い
て
見
ら
る
。
:
:
:
且
つ
園

朝
の
名
帖
の
之
れ
を
舎
き
て
比
肩
す
べ
き
な
き
は
論
無
く
、
即
い
今
湖
り
て
宋
元
以
来
の
淳
化
・
大
観
・
戯
魚
・
臨
江
等
の
帖
を
観
る
も
、

倶
に
己
に
煙
錯
し
、
何
れ
の
所
か
を
知
る
な
し
。
則
ち
此
の
帖
を
ば
珍
と
せ
ざ
れ
ば
、
更
え
て
何
を
か
珍
と
す
べ
き
や
。
此
の
帖
を
ば
賓

に
奉
む
。
今

と
せ
、ざ
れ
ば
、
更
え
て
何
を
か
賓
と
す
べ
き
や
。
而
今
而
後
、
吾
れ
法
書
の
此
に
至
り
て
止
み
、
以
て
加
う
る
無
き
を
知
る
な
り
。
.

歳
の
甲
寅

(蔦
暦
四
二
年
)、
乃
ち
寒
山
(
越
宣
光
)
に
蹄
す
。
:
:
:
遂
に
什
襲
珍
癒
し
、
軽
が
る
し
く
は
人
に
示
さ
ず
、

一
春
秋
毎
に
、

数
帖
を
揚
す
る
に
止
め
、
以
て
同
好
に
公
に
す
。
或
い
は
異
に
能
く
氷
鑑
す
る
者
有
ら
ば
、
奉
げ
て
之
れ
を
贈
り
、
閉
ま
貨
財
を
以
て
相

い
易
う
る
者
有
ら
ば
、
利
と
し
て
之
れ
を
奥
う
。
飾
る
に
鎌
網
を
以
て
し
、
装
す
る
に
名
玉
を
以
て
し
、
定
め
て
十
種
と
矯
す
。
其
の
債

を
二
と
せ
ず
、
之
れ
を
下
方
に
列
す
。

「
て
法
用
淫
牒
薄
格
・
欽
州
精
墨
、
凡
四
椎
而
温
之
。
或
作
黄
麻
粗
文
、
或
作
柔
絹
細
文
、
装
成
隻
面
、
表
裏
前
後
都
無
繊
毒
雑
紙
乱

周
、
装
工
悉
用
呉
中
知
名
高
手
、
一
洗
参
差
硬
厚
諸
病
。
其
面
倶
用
葉
梨
籾
柏
、
精
刻
家
箱
築
首
、
塗
以
演
中
石
青
、
貯
以
贋
南

梨
匝
、
潟
第

一
種
。
定
債
五
雨
。
未
核
者
一
雨
。
其
飛
白
而
装
飾
同
前
者
、
矯
第
二
種
。
定
債
四
雨
。
未
被
者
七
銭
。
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一
、
法
用
龍
門
紙
飛
白
蝉
麹
等
揚
、
飾
用
錦
繍
玉
築
、
曳
以
水
流
花
帯
、
矯
第
三
種
。
定
慣
三
雨
。
未
被
者
六
銭
。

て

法
用
龍
門
紙
重
墨
揚
、
更
加
難
子
純
白
令
黒
如
鞠
漆
、
其
光
可
鑑
、
装
法
如
前
、
震
第
四
種
。
定
債
二
雨
。
未
被
者
五
銭
。

一
、
法
用
龍
門
紙
正
乾
揚
、
車
面
、
装
飾
等
類
控
精
次
之
、
震
第
五
種
。
定
債
一
雨
六
銭
。
未
被
者
四
銭
。
其
、
涙
掲
重
張
者
詑
不
用
、

控
可
験
非
余
家
揚
、
皆
傷
刻
悪
帖
也
。
」

こ
れ
は
、
趨
均
『
寒
山
金
石
林
部
目
」
に
あ
る
記
事
で
あ
る
。
越
均
は
、
越
宜
光
の
子
で
あ
る
が
、
こ
の
越
宜
光
は
、
徴
明
の
曾
孫
文
震
孟
と

(

品

目

)

(

印

)

蘇
州
に
お
い
て
日
常
的
な
交
流
を
園
っ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
義
父
に
あ
た
る
陸
師
遁
は
、
徴
明
の
門
下
を
稽
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
代

後
宇
に
お
け
る
農
村
の
努
賃
は
一
日
で
お
よ
そ
二
十
文
、
都
市
で
は
三
十
文
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
右
の
ご
と
く
越
氏
が

設
定
し
た
『
停
雲
館
帖
』
の
債
格
は
破
格
な
も
の
と
し
て
映
る
が
、
同
じ
萎
術
関
係
の
出
版
物
で
あ
る
董
譜
や
印
譜
も
ほ
ぼ
同
様
の
債
格
で
あ



(
日
)

っ
た
。
右
の
史
料
の
よ
う
に
、
こ
れ
だ
け
細
か
く
法
帖
の
状
態
を
分
類
し
て
債
格
設
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
賓
際
に
買
い
手
が
い
た
こ
と

(
m
M
)
 

を
容
易
に
想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
債
格
設
定
自
盟
、
文
氏
と
開
係
の
あ
っ
た
趨
氏
に
よ
る
も
の
で
、
文
氏
が
自
ら
行
っ
た
も
の

で
は
な
い
。

こ
の
文
氏
の
『
停
雲
舘
帖
』
関
係
の
史
料
の
ほ
か
に
も
、
首
時
法
帖
が
出
版
物
と
し
て
認
識
さ
れ
、
世
間
に
出
回
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史

料
が
あ
る
。
以
下
、
地
方
志
に
見
え
る
記
述
で
あ
る
。

顧
氏
淳
化
閤
帖
十
巻

義
書
刻
、
十
七
帖

顧
従
義
事
石
、
煙
僚
帖

顧
従
義
借
潜
允
亮
所
戴
宋
本
纂
勅
上
石
、
潜
氏
淳
化
閤
帖
十
巻

唐
張
旭
書
顧
従
徳
奉
石
、
蘭
香
帖

潜
允
亮
後
復
自
纂
入
石
、
淳
化
帖
懇
文

菅
王
右
筆
書
顧
従
義
碁
石
、
柳
公
権
蘭
亭
帖

・
玉
拡

顧
従

館
蘭
亭

倶
顧
従
義
碁
石
、
港
氏
家
戴
蘭
亭
帖

潜
允
端
肇
宋
本
入
石
後
有
超
孟
頬
十
八
肱
、
瑞
奏
賦
帖

倶
陸
文
裕
書
孫
郊
刻
。

陸
文
裕
書
顧
九
絞
刻
、
稽
叔

夜
絶
交
書
帖

・
来
鶴
詩
話
帖

・
南
征
賦
帖
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こ
れ
は
、
高
暦
年
聞
の
地
方
志
の
記
事
で
あ
り
、
套
文
志
の
枠
内
で
法
帖
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
願
氏
、
滋
氏
は
と
も
に
上
海

の
著
名
な

一
族
で
あ
り
、
彼
ら
が
刻
し
た
『
淳
化
閤
帖
』
は
嘗
時
に
お
い
て
は
重
要
視
さ
れ
、
地
方
志
に
も
「
法
帖
」
の
項
目
が
た
つ
ほ
ど
で

(
U
A
)
 

あ
っ
た
。

一
方
、
個
人
レ
ベ
ル
で
法
帖
は
ど
の
よ
う
に
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
有
名
な
李
日
華
の

『味
水
軒
日
記
』
で
あ
る
。

九
日
。
金
華
の
部
客

一一日
。
姑
蘇
の
陸
衡
甫
来
た
り
。
其
の
隼
人
陸
直
峯
先
生
の
書
を
携
う
。
余
に
陳
白
陽
草
書
一
幅

・
初
拓
停
雲
帖
一
部
を
寄
ぢ

淳
配
…
績
秘
閣
帖
・
賓
耳
目
祷
全
帖
二
十
巻
を
持
ち
て
来
観
す
。

嘉
輿
の
李
日
華
の
も
と
に
は
、
書
章
作
品
の
鑑
定
、
購
買
、
品
評
な
ど
の
た
め
に
、

(
幻
)

日
々
多
く
の
人
々
が
訪
れ
て
い
た
が
、
そ
う
い

っ
た
中
に

も
文
氏
の
刻
し
た

『
停
雲
館
帖
』
や
宋
代
に
刻
さ
れ
た
種
々
の
法
帖
が
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
嘉
靖
以
後
、
高
暦
年
聞
に
至
っ
て
、
法
帖

は
民
開
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
か
な
り
の
程
度
で
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

55 

で
は
、
こ
う
い
っ
た
法
帖
の
流
通
を
嘗
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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近
来
の
人
又
た
大
い
に
法
帖
を
喜
む
。
夫
れ
二
王
の
跡
の
僅
か
に
存
す
る
所
の
者
は
、
惟
だ
法
帖
の
中
に
の
み
之
れ
有
り
て
、
誠
に
賓
と

す
べ
き
と
矯
す
。
但
だ
石
刻
は
多
く
是
れ
古
人
の
跡
を
終

っ
て
隻
鈎
下
来
し
、
背
後
に
株
を
娯
し
、
石
上
に
摩
す
。
故
に
筆
法
は
霊
く
失

わ
れ
、
存
す
る
所
は
但
だ
結
構
の
み
。
も
し
、
縛
展
翻
勤
せ
ば
、
批
り
て
以
て
靴
り
を
俸
え
、
則
ち
結
構
を
井
せ
て
之
れ
を
失
う
。
故
に

惟
だ
淳
化
租
帖
と
宋
揚
の
二
王
帖
の
み
賓
と
す
べ
き
と
矯
す
。
其
の
絵
は
皆
な
観
る
に
足
り
ず
。
況
や
近
時
各
所
に
翻
刻
せ
ら
る
る
も
の

(
問
)

を
や
e

大
い
に
楕
墨
を
費
し
、
笑
う
べ
し
笑
う
べ
し
。

こ
れ
は
、
華
亭
の
何
良
俊
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
書
が
成
っ
た
の
は
隆
慶
年
間
で
あ
り
、
こ
の
時
期
す
で
に
法
帖
が
人
々
の
聞
で
人
気
を
博
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
と
同
時
に
、
至
る
と
こ
ろ
で
翻
刻
が
行
わ
れ
、
ど
れ
も
鑑
賞
に
堪
え
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、

以
下
の
二
つ
の
記
述
も
あ
る
。

淳
化

一
た
び
出
づ
れ
ば
、
天
下
翁
然
と
し
て
風
に
従
う
。
其
の
後
臨
馨
重
僅
の
幾
十
百
種
た
る
か
を
知
ら
ず
。
蓋
し
墨
刻
の
盛
行
は
此
れ

よ
り
始
ま
る
な
り
。
然
る
に
掌
佑
は
肢
に
久
し
く
、
漸
く
員
を
乱
す
を
致
し
、
婦
論
紛
紛
と
し
て
、
遂
に
緊
訟
を
成
す
。
蓋
し
濁
だ
蘭
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亭
・
黄
庭
の
み
然
り
と
矯
る
に
あ
ら
ず
。
園
朝
の
帖
本
、
東
書
堂
・
賓
賢
驚
等
の
ご
と
き
は
、
皆
な
宗
藩
よ
り
出
づ
る
も
、
既
に
法
眼
に

非
ず
、
又
た
紳
手
無
く
、
萎
茶
と
し
て
振
る
わ
ず
、
僅
に
藁
臓
を
充
た
す
に
足
る
の
み
。
文
氏
停
雲
館
の
刻
す
る
所
の
宋

・
元
諸
家
は
、

皆
な
得
意
の
筆
に
非
ず
。
蓋
し
家
戴
に
は
限
り
有
り
、
目
力
は
窮
り
易
く
、

一
人
を
以
て
蓋
く
千
古
の
秘
を
捜
さ
ん
と
欲
せ
ど
も
、
安
く

ん
ぞ
得
べ
け
ん
や
。
好
事
の
家
に
至
り
で
は
、
矯
-
麗
し
て
傷
を
作
る
者
、
又
た
種
種
な
り
。
故
に
書
撃
の
今
日
に
至
る
は
亦
た

一
大
厄
な

(
臼
)

り
。
耳
食
多
く
し
て
莫
の
賞
鑑
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

墨
刻
は
閤
帖
よ
り
後
鱒
た
盛
ん
な
り
。
本
朝
に
至
り
で
は
則
ち
種
類
愈
よ
繁
く
、
幾
ど
枚
む
る
に
勝
え
ず
。
文
氏
停
雲
館
の
知
き
は
最
も

(ω) 

著
た
り
。
説
者
終
に
謂
え
ら
く
倶
に
待
詔
父
子
の
伎
何
よ
り
出
づ
る
も
、
甚
だ
し
く
は
異
に
逼
ら
ず
。

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
『
淳
化
閤
帖
』
以
後
、
法
帖
(
「
墨
刻
」
)
の
人
気
が
績
大
す
る
と
と
も
に
、
翻
刻
が
盛
ん
と
な
り
、
鑑
賞
に
堪
え
な
い
法
帖

が
増
加
す
る
に
い
た

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
東
書
堂
集
古
法
帖
』
・
『
賓
賢
堂
集
古
法
帖
』
を
王
府
よ
り
刊
行
さ
れ
た
代
表
的
な



法
帖
と
し
、
文
氏
の
刻
し
た
「
停
雲
舘
帖
』
を
民
間
に
お
け
る
代
表
的
な
法
帖
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
東
書
堂
集
古
法
帖
」
・
『
賓
賢
堂
集
古
法
帖
』
の
二
法
帖
以
後
、
刻
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
ま
た
民
間
に
お
い
て
は
明

代
に
入
っ
て
全
く
刻
さ
れ
な
か
っ
た
法
帖
刊
行
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
文
徴
明
・
彰
・
嘉
父
子
に
よ
る
一
連
の
活
動
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら

は
自
ら
の
『
停
雲
館
帖
』
の
ほ
か
に
も
、
前
述
し
た
無
錫
の
華
夏
の
『
員
賞
粛
帖
』
の
刊
行
、
上
海
の
願
従
義
に
よ
る
玉
拡
館
本
『
淳
化
閤

帖
』
の
刊
行
(
文
彰
が
肢
を
附
し
て
い
る
)
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
靖
年
聞
に
『
淳
化
閣
帖
』
を
刻
し
た
蘇
州
の
嚢
幾
と
も
交
流
を
重

(
侃
)

ね
て
い
る
し
、
先
の
顧
従
義
の
『
淳
化
閤
帖
』
は
、
こ
の
衰
毅
の
閤
帖
を
、
そ
れ
を
入
手
し
た
同
じ
上
海
の
潜
允
亮
か
ら
借
り
受
け
て
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
『
停
雲
館
帖
」
の
刻
手
で
あ
っ
た
呉
市
鼎
は
顧
従
義
の
刻
に
も
参
加
し
て
お
り
、
ま
た
章
筒
甫
の
子
で
あ
る
章
藻
は

首
同
暦
三

0
年
代
に
『
墨
池
堂
選
帖
』
を
刻
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
嘉
靖
年
聞
か
ら
高
暦
年
開
初
頭
の
法
帖
刊
行
に
は
、
殆
ど
す
べ
て
に
文

い
わ
ば
、
文
氏
を
中
心
と
し
た
「
法
帖
刊
行
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
も
言
え
る
人
聞
の
繋
が
り
が
、
蘇
州
だ
け
に
牧
ま
ら

氏
が
関
係
し
て
お
り
、
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ず
、
無
錫
、
上
海
と
い
っ
た
江
南
地
方
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
氏
一
族
と
「
宗
族
」

(
1
)
 
文
氏
と
そ
の
「
宗
族
形
成
」
の
動
き

何
嫡
様
氏
は
そ
の
著
書
の
中
で
、
「
:
:
:
唐
代
以
後
の
枇
舎
の
最
も
著
し
い
特
徴
は
、

一
方
で
、
一
枇
曾
的
成
功
が
家
族
の
身
分
よ
り
も
個
人

の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
他
方
で
身
分
の
高
い
家
族
で
も
子
孫
が
適
正
を
鉄
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
成
功
を
永
績
さ
せ
る
手

段
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
献
は
一
致
し
て
い
る
。
:
:
:
明
清
時
代
に
は
、
卑
賎
の
者
の
上
昇
移
動
を
促

進
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
・
非
制
度
的
経
路
は
存
在
し
た
が
、
成
功
し
た
家
族
の
長
期
的
下
降
移
動
を
防
止
す
る
制
度
的
な
手
段
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
:
:
:
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
明
清
一
枇
舎
は
そ
れ
に
特
有
な
仕
方
で
高
度
に
競
争
的
で
あ
っ
た
。
:
:
:
唐
代
以
後
の
中
園
に
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お
け
る
枇
曾
移
動
と
枇
曾
的
要
化
に
及
ぼ
し
た
そ
の
影
響
と
い
う
観
黙
か
ら
見
れ
ば
、
科
奉
制
度
に
匹
敵
し
得
る
要
因
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
」

(
臼
)

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
氏
の
詳
細
な
研
究
に
よ
る
結
論
か
ら
し
て
も
、
首
時
の
人
々
に
と
っ
て
、

一
族
と
し
て
繁
栄
を
持
績
さ
せ
る
た
め
に

は
、
科
奉
及
第
に
よ
る
任
官
、
す
な
わ
ち
士
大
夫
と
し
て
の
身
分
の
維
持
が
至
上
命
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

科
奉
及
第
者
を
輩
出
す
る
た
め
に
、
「
族
譜
編
纂
」
、
「
澗
堂
設
置
」
、
「
共
有
地
を
経
済
基
盤
と
す
る
義
荘
の
設
立
」
の
三
黙
を
重
要
な
要
素
と

し
た
、
「
宗
族
形
成
」
へ
の
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
文
氏
一
族
の
科
奉
試
験
に
お
け
る
成
績
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

-
進
士

林
(
成
化
八
)
、
森
(
成
化
二
三
)
、
震
孟
(
天
啓
二

・
朕
元
)

-
奉
人

洪
(
成
化
元
)
、
林
(
成
化
四
)
、
森
(
成
化
二
二
)
、
従
龍
(
蔦
暦
一

O
)
、
従
鼎
(
蔦
暦
二
二
)
↓
「
定
之
後
改
名
震
孟
」

(
『
文
氏
族

譜
績
集
」
歴
世
科
呂
志
)
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-
貫
生

蘇
州
府
撃
:
:
:
元
殻
(
隆
慶
二
・
恩
貢
)
、
従
筒
(
崇
禎
二
ニ)

呉
豚
撃
:
:
:
震
亨
(
天
啓
五
・
恩
貢
)

長
洲
豚
撃
:
:
:
徴
明
(
嘉
靖
元
・
歳
貢
)
、
彰
(
嘉
靖
開
・
歳
貢
)
、
嘉
(
嘉
靖
開
・
歳
貢
)

こ
れ
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
進
士
及
第
者
に
限
っ
て
い
え
ば
、
文
森
が
進
士
及
第
を
果
た
し
て
か
ら
次
の
文
震
孟
が
進
士
に
及
第
す
る
ま
で
に
、

ざ
っ
と
百
四
十
年
ほ
ど
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
、
文
徴
明
・
彰
・
嘉
父
子
は
と
も
に
歳
貫
生
に
抜
擢
さ
れ
、
徴
明
に
至
つ

て
は
嘉
靖
二
年
に
翰
林
院
待
詔
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
科
拳
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
の
成
績
を
収
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
、
「
族
譜
編
纂
」

で
あ
る
。
今
回
使
用
し
た

へ
の
動
き
を
、
先
行
研
究
の
提
示
す
る
三
要
素
に
絞
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

(ω
)
 

『
文
氏
族
譜
績
集
」
は
、
蘇
州
文
氏
の
始
遷
租
で
あ
る
恵
よ
り
数
え
て
第
二
一
世
の
含

で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
氏
一
族
の
「
宗
族
形
成
」

(
生
卒
年
不
詳
で
あ
る
が
清

・
康
照
、
権
正
年
聞
に
生
き
た
と
恩
わ
れ
る
)
が
編
修
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
氏
の
行
っ
た
族
譜
編
纂
事
業
は
そ

れ
以
前
よ
り
見
ら
れ
る
。
以
下
の
記
遮
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
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文
氏
の
譜
は
明
よ
り
今
迄
で
凡
そ
三
た
び
修
め
ら
る
。
始
め
温
州
守
林
は
衡
山
新
譜
を
篤
り
、
以
て
鹿
陵
奮
譜
よ
り
別
つ
。
世
次
は
明
ら

か
な
れ
ど
も
、
典
故
は
未
だ
備
わ
ら
ず
。
之
れ
を
繕
ぐ
者
は
南
雲
先
生
勲
た
り
。
温
州
の
奮
を
躍
ぎ
、
文
氏
族
譜
を
震
る
。
典
故
は
備
わ

れ
ど
も
、
義
類
は
未
だ
断
ら
か
な
ら
ず
。
又
た
之
れ
を
縫
ぐ
者
は
今
の
書
深
氏
含
た
り
。
又
た
南
雲
の
奮
を
腫
ぎ
、
文
氏
族
譜
績
集
を
篤

(
白
山
)

る
。
是
こ
に
お
い
て
世
次
は
詳
明
に
し
て
、
典
故
は
該
備
さ
れ
、
義
類
は
精
核
な
り
。

右
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
、
初
め
て
文
氏
の
族
譜
を
編
纂
し
た
の
は
、
始
遷
租
の
文
恵
の
孫
で
あ
る
文
林
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、

二
度
目
の
編
纂

が
行
わ
れ
る
の
は
、
文
震
孟
の
孫
に
あ
た
る
文
貼
に
ま
で
下
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
宗
族
形
成
」
の
役
割
を
な
す
族
諮
編
纂
事

業
が
、
そ
の
間
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
代
中
期
以
降
、
華
中
・
華
南
地
域
に
お
い
て
、
「
宗
族
形
成
」
の
動
き
が
こ
れ
ま

(
M
W
)
 

で
に
な
く
高
ま
っ
て
く
る
と
さ
れ
る
中
で
、
明
代
に
入
っ
て
か
ら
こ
の
蘇
州
に
移

っ
て
き
た
文
氏
に
と
っ
て
、
非
常
に
重
要
な
作
業
で
あ
っ
た

は
ず
の
族
譜
の
編
纂
が

一
度
し
か
行
わ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
の
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
林
や
徴
明
と
い

っ
た
文
氏
が
、
自
ら
の
家

- 60-

系
の
優
位
さ
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
族
譜
に
は
事
賓
の
み
を
書
き
記
そ
う
と
い
う
姿
勢
を
と

っ
た
た
め
で
あ
り
、
彼
ら
は
宋
代
の
大

(
釘
)

官
僚
で
あ
っ
た
文
天
鮮
と
自
ら
の
家
系
を
容
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
封
し
て
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
昔
時
横
行
し
て
い
た
、
族
譜
を
改

ざ
ん
し
た
り
、
勝
手
に
出
鱈
目
な
族
諮
を
作
成
し
た
り
す
る
者
た
ち
と

一
線
を
董
す
た
め
、
少
し
で
も
疑
問
の
め
跡
地
の
あ
る
族
譜
は
編
纂
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
圃
が
働
い
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
代
に
お
い
て
文
氏
は
族
譜
の
編
纂
を
一
度
し
か

行
っ
て
い
な
い
。

次
は
、
文
氏
の
「
嗣
堂
設
置
」
に
つ
い
て
そ
れ
に
関
係
す
る
史
料
を
以
下
に
列
奉
し
て
み
る
。

忠
烈
嗣
、
宋
丞
相
信
園
公
文
天
鮮
を
杷
る
。

・:
;
園
朝
に
入
り
し
よ
り
以
来
百
絵
年
、
呉
に
猶
お
未
だ
専
桐
有
ら
ず
。
正
徳
十
年
、
商
孫

以
て
其
の
地
に
立
洞
奉
記
せ
ん
こ
と
を
願
う
。

太
僕
少
卿
文
森

賜
額
を
題
建
す
。
:
:
:
嘉
靖
二
十
年
、
巡
按
鏡
天
民

(ω
)
 

知
豚
胡
士
容
の
相
い
縫
い
で
修
め
し
所
な
り
。

改
建
す
。
今
は
高
暦
二
十
年
知
際
陳
其
志
・
四
十
三
年

正
徳
六
年
、
巡
按
謝
深



(
信
園
)
公
の
後
人
待
詔
公
徴
明

正
気
の
歌
を
堂
の
壁
に
書
す
。
生
気
凄
然
た
り
。

:
:
:
辛
丑
(
嘉
靖
二
O
年
)
よ
り
高
層
乙
卯
(
四
三

(

m
山
)

公
の
後
人
孝
廉
震
孟
に
謀
り
て
重
修
し
・
・
:
・
・
。

年
)
に
至
る
ま
で
七
十
絵
年
を
歴
。
而
る
に
嗣
字
日
ぴ
坦
る
。
邑
宰
胡
士
容

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
文
氏
に
も
嗣
堂
の
設
置
や
改
修
を
行
う
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
文

氏
一
族
固
有
の
洞
堂
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
「
宗
族
形
成
」
の
た
め
の
常
日
頃
よ
り
行
う
祭
杷
の
場
と
し
て
使
用
し
て
い
た
洞
堂
と
は
い
え
な

ぃ
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
首
時
の
巡
按
や
知
豚
が
朝
廷
よ
り
賜
額
を
受
け
て
設
置
し
よ
う
と
し
た
文
天
鮮
の
嗣
堂
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
嘗
時

の
名
族
で
あ
っ
た
文
氏
の
協
力
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
氏
一
族
固
有
の
祭
杷
の
場
と
し
て
の
洞
堂
の
設
置
を
示
す
史
料

は
、
族
譜
に
も
ま
た
彼
ら
の
残
し
た
文
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
、
「
宗
族
形
成
」
の
重
要
な
要
素
と
な
る
「
共
有
地
の
確
保
」
に
関
連
す
る
動
き
に
つ
い
て
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
の

「
共
有
地
の
確
保
」
と
い
う
、

一
族
の
盛
衰
に
開
わ
る
経
済
活
動
は
、
こ
の
文
氏
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
に
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
現
れ
な
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、.。，
M
Z
-
廿製品

、
，旬、

φ
/
J
J
H明
日

4
M
lト

(η
)
 

文
家
荘
、
長
洲
懸
飯
菰
渓
に
在
り
、
虎
郎
公

(元
善
)
の
回
荘
な
り
。

と
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

「文
家
荘
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の

か
を
示
し
た
詳
し
い
記
述
は
な
い
。

生
卒
よ
り
律
身
清
介
に
し
て
、
歴
宣
以
来
、
負
郭
は
数
頃
に
満
た
ず
。
身
浸
す
る
こ
と
未
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
、
諸
子
己
に
家
は
徒
だ

(η
)
 

壁
立
す
る
の
み
。

こ
の
記
述
は
文
震
孟
の
列
停
で
、
彼
の
蘇
州
で
の
生
活
の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
彼
ら
文
氏
が
経
済
的

基
盤
で
あ
る
「
共
有
地
」
を
所
有
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
経
済
的
行
矯
で
「
宗
族
形
成
」
を
園

っ
て
い
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。

以
上
、
文
氏
の

「宗
族
形
成
」
に
関
わ
る
活
動
に
つ
い
て
、
三
黙
に
絞
り
非
常
に
粗
略
で
は
あ
る
が
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
文
氏
に
は
嘗

時
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る

「宗
族
形
成
」
へ
の
動
き
が
、
明
確
な
形
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
文
氏
は
確
か
に
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蘇
州
を
中
心
と
す
る
江
南
地
方
に
お
い
て
名
族
と
し
て
の
地
位
を
築
き
、
科
奉
に
お
い
て
も
進
士
、
奉
人
、
貫
生
を
数
世
代
に
わ
た
っ
て
輩
出

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

(2
)
 文
氏
と

「文
化
資
本
」

蘇
に
遷
り
し
一
世
よ
り
十
二
世
に
至
る
ま
で
、
明
洪
武
よ
り
清
薙
正
に
至
る
ま
で
、
前
後
四
百
年
、
聞
人
代
よ
起
こ
る
。
明
史
に
文
粛

文
人
の
能
事
を
極
蓋
す
る
に
、

(震
孟
)
剛
方
貞
介
に
し
て
風
節
を
以
て
類
わ
れ
、
待
詔
・
園
博

(彰
)
・
五
峰

(
伯
仁
)
・
隻
湖

(
釜
)
は
後
先
し
て
輝
映
し
、
詩
書
董
は

一
一線

一
素
世
よ
の
永
賓
と
矯
る
。

呉
中
の
奮
族
の
科
第
箸
莞
を
以
て
其
の
家
を
世
ょ
に
す
る
者
は
多
く
有
れ
ど
も
、
詩
文
筆
翰
の
海
内
に
流
布
し
累
世
絶
え
ざ
る
は
、
則
ち

文
氏
に
如
く
は
な
L
o
--::
明
成
化
の
問
、
代
よ
聞
こ
ゆ
る
者
有
り
。
待
詔
徴
明
先
生
に
至
り
で
は
、
文
氏
の
率
、
逮
に
天
下
に
名
あ
り
c
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亦
た
傍
わ
り
て
文
粛
公
に
至
り
で
は
、
名
徳
気
節
を
以
て
時
の
賢
相
た
り
。
是
こ
に
お
い
て
文
氏
の
盛
、
又
た
濁
だ
に
詩
文
筆
翰
を
以
て

(九
)

頼
れ
る
の
み
な
ら
ず
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
記
述
は
、
清
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
族
譜
」
と
い
う

一
種
偏
向
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
史
料
で
は
あ
る
が
、

明
代
に
お
い
て
、
文
氏
は
「
文
」
で
も
っ
て
天
下
に
名
の
知
れ
た

一
族
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
文
氏
の
中
で

も
、
書
量
の
大
家
と
し
て
嘗
時
か
ら
名
撃
を
博
し
て
い
た
徴
明
、
状
元
の
成
績
で
進
士
及
第
を
果
た
し
た
震
孟
は
、
他
と
は
遣
っ
た
、

一
目
置

か
れ
る
存
在
と
し
て
、
後
人
よ
り
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
徴
明
に
つ
い
て
、

『明
史
』
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

四
方
の
詩
文
書
董
を
乞
う
者
、
道
に
腫
を
接
す
る
も
、
而
れ
ど
も
富
貴
の
人
も
片
格
を
得
る
に
易
か
ら
ず
、
尤
も
王
府
及
び
中
人
に
奥
え

る
を
肯
ん
ぜ
ず
し
て
、
日
く
、
此
れ
法
の
禁
ず
る
所
な
り
、
と
。
:
:
:
文
筆
天
下
に
循
く
、
門
下
の
士
の
贋
作
す
る
者
頗
る
多
け
れ
ど
も
、

(
符
)

徴
明
も
亦
た
禁
ぜ
ず
。



こ
れ
は
非
常
に
有
名
な
記
事
で
あ
り
、
徴
明
が
嘗
時
「
文
」
に
秀
で
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
試

(
花
)

み
に
、
徴
明
の
門
下
と
さ
れ
る
人
物
を
以
下
奉
げ
て
み
る
と
、
王
寵
、
陳
淳
、
彰
年
、
朱
朗
、
陸
師
遁
、
銭
穀
、
侯
樫
功
、
周
天
球
、
隆
治
、

居
節
、
王
穂
登
、
藤
田
辰
、
陵
中
行
、
王
復
元
等
、
嘗
時
の
文
化
を
代
表
す
る
人
物
が
多
く
現
れ
る
。
中
で
も
、
王
寵
、
陳
淳
ら
の
後
継
者
が
活

躍
し
、
祝
允
明
一
振
を
併
せ
て
「
呉
中
汲
」
と
呼
ば
れ
る
一
汲
を
形
成
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徴
明
の
二
子
の
彰
・
嘉
に
つ
い
て
は
、

長
子
彰
、
字
は
書
承
、
因
子
博
士
た
り
。
次
子
嘉
、
字
は
休
承
、
和
州
撃
生
た
り
。
並
び
に
詩
を
能
く
し
、
書
書
一
築
刻
に
工
に
し
て
、
其

の
家
を
世
ょ
に
す
。

(
乃
)

と
あ
る
が
、
長
子
の
彰
は
書
の
他
に
も
豪
刻
に
非
常
に
優
れ
た
才
能
を
護
揮
し
、
「
印
章
集
説
』
を
著
し
「
築
刻
の
租
」
と
稽
さ
れ
る
人
物
で

(ω) 

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
嘉
輿
の
大
政
戴
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
項
元
沖
と
も
交
流
を
か
さ
ね
、
彼
の
所
戴
品
の
鑑
定
ま
で
行
っ
て
い
る
。
次
子
の

嘉
に
は
『
鈴
山
堂
書
書
一
記
』
の
著
書
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
首
時
嘉
靖
年
聞
の
政
権
を
牛
耳
っ
て
い
た
巌
嵩
が
嘉
靖
四
四
年
に
職
を
お
わ
れ
、

そ
の
際
に
浸
枚
さ
れ
た
家
産
の
書
輩
に
関
す
る
目
録
で
あ
る
。
鈴
山
堂
と
は
、
巌
嵩
の
書
斎
の
名
前
で
あ
る
。
そ
の
際
に
文
氏
で
あ
る
嘉
が
、

(
創
)

そ
の
目
録
作
成
役
を
任
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
浸
牧
さ
れ
た
家
産
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
内
府
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
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考
え
て
も
、
嘗
時
の
彼
ら
文
氏
の
名
撃
の

一
端
を
窺
い
知
れ
よ
う
。

(
幻
)

詩
文
は
秀
達
荘
雅
に
し
て
、
格
隷
行
草
は
家
法
を
規
模
し
、
隷
書
は
尤
も
漢
人
の
室
に
入
る
。

(
関
)

一
時
の
碑
板
署
額
は
待
詔
と
坪
し
。

其
の
書
蹟
は
天
下
に
遍
く
、

こ
れ
ら
二
つ
の
史
料
は
、
震
孟
の
書
法
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
そ
の
文
氏
の
「
家
法
」
に
則
っ
た
書
跡
の
贋
が
り
は
、
曾
祖
父
徴
明
と

匹
敵
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
弟
で
あ
る
震
亨
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。(

鈍
)

弟
震
亨
、
字
は
起
美
、
詩
を
能
く
し
書
董
を
善
く
す
。
貫
生
よ
り
し
て
中
書
舎
人
に
官
た
り
。

(
お
)

震
亨
は
ま
た
、
洗
練
さ
れ
た
文
人
趣
味
の
良
書
と
し
て
名
高
い
『
長
物
志
』
十
二
巻
を
著
し
て
も
い
る
。
更
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
史
料
も
あ

ヲ
心
。
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近
代
の
八
分
の
撃
は
極
め
て
文
待
詔
公
を
推
す
。
公
は
固
よ
り
能
く
書
家
の
大
成
を
集
め
、
:
:
:
八
分
の
書
は
乃
ち
貌
の
受
縄
碑
・
上
掌

(

田

山

)

幼
き
こ
ろ
文
氏
の
家
撃
を
習
う
。

競
奏
の
筆
法
を
撃
ぶ
。
余

こ
の
よ
う
に
、
文
氏
に
は
文
人
の
曙
み
と
さ
れ
る
「
琴
棋
書
董
」
の
中
で
も
特
に
書
法
に
つ
い
て
の
固
有
の
「
家
皐
」
が
あ
り
、
徴
明
以
降
の

文
氏
諸
氏
に
よ
っ
て
、
徴
明
に
代
表
さ
れ
る
文
氏
の
「
書
」
の
家
法
(
傍
統
)
を
代
々
堅
持
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
文
氏
に
つ
い
て
、
文
氏
自
身
は
一
健
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
比
較
的
史
料
の
多
く
残
っ
て
い

る
震
孟
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
彼
が
自
ら
の
一
族
に
つ
い
て
記
し
た
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
、
彼
の
撰
し
た

『
十
約
園
文
集
』
巻
一

六
-
一
七
「
題
蹴
」
中
に
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

明
興
る
や
、
翰
墨
の

一
汲
は
、
海
内
に
濁
だ
呉
門
の
み
を
以
て
富
時
に
冠
た
り
。
啓
南
(
沈
周
)
・
伯
虎

(
唐
寅
)
諸
老
先
生
、
聾
び
先
太

史
(
徴
明
)
・
爾
博
士
(
彰

・
嘉
)
の
ご
と
き
は
、
婁
は
肢
に
紳
に
入
り
て
而
し
て
品
は
復
た
卓
爾
な
り
。
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こ
の
よ
う
に
、
震
孟
は
自
ら
附
し
た
題
肢
の
中
で
、
中
国
を
代
表
す
る
昔
時
の
蘇
州
文
化
の
牽
引
者
た
る
「
呉
中
波
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

自
ら
の
曾
祖
父
で
あ
る
徴
明
、
租
父
で
あ
る
彰
、
叔
祖
父
で
あ
る
嘉
を
奉
げ
て
い
る
。
ま
た
、
「
題
先
太
史
慧
山
詩
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う

に
記
す
。法

書
贋
本
の
盛
未
だ
先
太
史
に
如
く
者
有
ら
ず
。
今
に
至
る
に
尚
お
十
絵
輩
有
り
。
日
夜
を
窮
め
て
之
れ
を
篤
す
。
故
に
人
間
に
流
傍
す

る
に
往
往
に
し
て
百
に
一
も
異
な
ら
ず
。
鑑
賞
の
家
は
互
相
に
衿
置
す
と
難
も
亦
た
未
だ
魚
目
武
夫
の
混
を
克
れ
ず
。
耳
食
す
る
者
は
井

(∞
∞
)
 

び
に
擬
議
を
異
蹟
に
致
す
も
、
正
に
真
蹟
の
見
る
に
易
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

こ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
「
明
史
』
の
有
名
な
記
事
と
同
じ
く
、
徴
明
の
書
跡
が
非
常
に
珍
重
さ
れ
、
そ
の
贋
作
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
朕

、可人

況
を
示
し
て
い
る
。
震
孟
は
、
こ
の
こ
と
に
開
心
を
梯
っ
て
い
た
の
か
、
昨
易
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
類
の
記
述
は
文
集

(
回
目
)

の
「
題
肱
」
中
に
散
見
す
る
。
更
に
は、

「政
先
待
詔
先
園
博
家
書
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
遮
が
あ
る
。

家
庭
の
私
語
は
以
て
品
を
観
る
べ
し
。
此
の
二
帖
、
先
曾
祖
の
先
祖
に
寄
し
、
先
祖
の
先
叔
組
に
寄
す
る
が
如
き
は
、
言
う
所
の
大
字
は



崎岬由士£拶，

皆
な
風
雅
翰
墨
な
り
。
惨
悔
、汲
汲
と
し
て
、
銭
渇
の
飲
食
な
る
が
如
し
。
:
:
:
濁
だ
児
子
の
乗
と
香
を
焚
き
若
を
畷
り
て
展
玩
す
る
の
み
。

こ
の
記
事
よ
り
、
徴
明
、
彰
ら
が

「風
雅
翰
墨
」
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
文
人
趣
味
の
粋
に
つ
い
て
記
し
た
「
家
書
」
を
子
の
乗
と
と
も
に

「
展
玩
」
す
る
震
孟
の
姿
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
遁
じ
て
、
「
文
人
一
族
」
文
氏
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
弱
国
文
集
』
中
に
お
け
る
題
肢
を
い
く
つ
か
奉
げ
て
き
た
が
、
文
氏
は
、
「
文
人
」
と
し
て
、
徴
明
・
彰

・
嘉
の
父
子
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
そ
の
才
能
を
十
分
に
活
か
し
て
活
躍
し
、
そ
の
多
く
の
書
量
の
作
品
と
と
も
に
「
文
氏
H

文
人
一
族
」
と
い
う
認
識
を
人
々
の
聞
に
贋
く

定
着
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
書
作
品
の
贋
作
が
多
く
出
回
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
に
も
現
れ
る
よ
う
に
、

や
は
り
そ
の
筆
頭
に
立
つ

の
は
徴
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
震
孟
の
徴
明
に
閲
す
る
記
述
が
他
の
文
氏
に
比
べ
て
塵
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
う
い
っ
た
徴

明
に
代
表
さ
れ
る

「文
人

一
族
」
と
し
て
の
文
氏
を
意
識
し
て
、
震
孟
は
そ
れ
ら
の
題
肢
を
記
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
、
そ
う
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
も
そ
の

一
員
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
ま
た
強
く
し
た
と
恩
わ
れ
る
。

以
上
、
文
氏
の
内
外
か
ら
考
察
を
加
え
て
き
た
が
、
文
氏
一
族
が
全
国
に
名
を
知
ら
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
徴
明
ら
に
よ
る

「
書
」
を
中
心
と
し
た
文
化
的
活
動
が
そ
れ
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
い
え
る
。
先
行
研
究
の
言
及
す
る
「
宗
族
形
成
」
に
よ
る
科
奉
及
第

と
い
っ
た
文
脈
と
は
一
線
を
書
一す
、
様
々
な
文
化
的
管
震
を
通
じ
て
、
文
人
一
族
と
し
て
の
地
位
を
確
立
、
維
持
し
、
ま
た
前
章
で
述
べ
た
一

連
の
法
帖
刊
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
嘗
時
の
文
化
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
し
て
推
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
「
文
化
資
本
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
虞
い
意
味
で
の
文
化
に
か
か
わ
る
有

形
・
無
形
の
所
有
物
の
線
程
を
意
味
し
、
も
と
も
と
一
吐
曾
撃
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
(
文
化
資
本
ロ

3
5一
2
-
2
5
乙
で
あ
る
。
具
韓
的
に
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は
、
知
識

・
数
養
・
技
能

・
趣
味
な
ど
の
身
瞳
化
さ
れ
た
文
化
資
本
、
書
物
・
給
董
な
ど
の
物
資
と
し
て
所
有
可
能
な
文
化
的
財
物
(
客
穏
化

(
引
)

さ
れ
た
文
化
資
本
)
、
拳
歴
・
資
格
な
ど
の
制
度
化
さ
れ
た
文
化
資
本
の
三
賠
に
分
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
概
念
を
そ
の
ま
ま
援

用
す
る
こ
と
は
非
常
に
危
険
で
あ
り
、
こ
の
枠
組
み
で
も
っ
て
文
氏
一
族
を
解
明
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
文
氏
は
彼
ら
の
文
化
的
な
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様
々
な
活
動
を
遇
し
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の
所
謂
「
文
化
資
本
」
|
|
親
か
ら
子
へ
、
代
々
受
け
縫
が
れ
て
ゆ
く
「
文
氏
の
惇
統
」
と

も
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
ー
ー
を
蓄
積
し
、
再
生
産
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
文
人

一
族
と
し
て
の
地
位
を
築
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
有
形
の
も
の
と
し
て
残
っ
た
の
が
第
二
章
に
お
い
て
考
察
を
加
え
た
『
停
雲
舘
帖
』

で
あ
る
し
、
無
形
の
も
の
と
し
て
残

っ
た
の
が
本
章
で
示
し
た
文
氏
の
「
家
法
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
を
中
心
と
す
る
江
南
祉
舎
は
、
こ
う
い
っ
た
文
化
的
行
筋
が
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
科
奉
及
第
の
み

に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
「
宗
族
形
成
」
要
素
に
か
わ
り
う
る
要
素
と
し
て
、
十
分
に
機
能
す
る
こ
と
を
許
す
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
要
素
を
最
大
限
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
な
地
位
を
築
き
上
げ
た
代
表
的
な

一
族
が
、
こ
の
蘇
州
文
氏
な
の
で
あ
る
。

四

士
口

。
市
小

記
叩
|
|ム寸
後
の
課
題
と
と
も
に
|
|

以
上
、
第
一
章
に
お
い
て
設
定
し
た
こ
つ
の
問
題
黙
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
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ま
ず
第

一
貼
目
で
あ
る
が
、
明
代
文
化
史
研
究
に
お
い
て
、
文
化
隆
盛
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
の
出
版
文
化
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
、

筆
者
自
身
、
こ
の
出
版
文
化
が
書
董
を
中
心
と
し
た
婆
術
分
野
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
書
法
史
と

出
版
史
と
を
繋
ぐ
重
要
な
鍵
と
し
て
祖
上
に
上
せ
た
の
が
本
稿
で
論
究
し
た
法
帖
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
法
帖
の
刊
行
の
重
要
な
縛
換
期

と
な
っ
た
嘉
靖
年
聞
に
お
い
て
、
そ
の
殆
ど
に
何
ら
か
の
形
で
文
徴
明
ら
文
氏
が
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
擦
黙
で
も
あ
っ
た
蘇
州

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
無
錫
、
上
海
、
嘉
興
と
い
っ
た
江
南
地
方
の
諸
慮
に
い
わ
ば
「
法
帖
刊
行
ギ
ル
ド
」
的
な
法
帖
刊
行
集
圏
が
存
在
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
彼
ら
の
刻
し
た

『停
雲
館
帖
』
は
、
後
績
の
法
帖
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

ひ
と
つ
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、
こ
の
文
氏
の
関
係
し
た
法
帖
は
、
史
料
上
い
ま
だ
「
家
刻
」
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

こ
こ
で
、

る
。
本
論
で
引
用
し
た
超
均
『
寒
山
金
石
林
部
目
」
中
の
値
段
表
は
あ
く
ま
で
超
氏
の
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
坊
刻
」
に
て
刊
行
さ
れ
た

か
は
不
明
で
あ
る
。
寓
暦
年
間
後
半
に
は
松
江
の
董
其
昌
、
出
版
界
の
大
物
で
あ
っ
た
陳
縫
儒
ら
と
い
っ
た
人
物
が
そ
ろ
っ
て
法
帖
を
刊
行
し



始
め
る
が
、
そ
の
後
、
今
度
は
董
其
昌
を
中
心
と
し
た
法
帖
刊
行
が
明
末
に
至
る
ま
で
隆
盛
を
極
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

明
代
の
法
帖
全
躍
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
こ
の
寓
暦
年
聞
に
お
け
る
諸
家
の
法
帖
刊
行
の
賓
態
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
法

帖
の
坊
刻
に
閲
し
て
、
そ
の
存
在
な
ら
び
に
賓
態
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
明
代
出
版
史
の
中
に
こ
の
法
帖
も
確
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
ま
た
、
す
で
に
研
究
の
あ
る
董
譜
や
印
譜
、
墨
譜
と
、
こ
の
法
帖
が
ど
の
よ
う
に
有
機
的
に
連
動
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
明
ら

か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

次
に
第
二
貼
目
で
あ
る
が
、
従
来
の
宗
族
研
究
の
枠
組
み
に
お
い
て
蘇
州
文
氏
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
第
三
章
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な

結
果
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
「
宗
族
形
成
」
へ
の
動
き
は
、
こ
の
文
氏
に
つ
い
て
は
明
確
な
形
で
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

文
氏
は
、
第
一
貼
目
で
述
べ
た
よ
う
な
一
連
の
法
帖
刊
行
事
業
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
法
帖
の
歴
史
を
愛
え
嘗
時
の
出
版
文
化
に
も
大
い
に
影

響
を
輿
え
る
な
ど
、
様
々
な
文
化
的
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
所
謂
「
文
化
資
本
」
を
蓄
積
し
、
結
果
、
文
氏
の
中
だ
け
で
は

な
く
、
文
氏
以
外
の
人
々
の
意
識
の
中
に
も
「
文
氏
H

文
人
一
族
」
と
い
う
園
式
を
植
え
附
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
文
化
的
活

動
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
、
明
代
の
江
南
祉
舎
の
賓
態
を
解
明
す
る
一
つ
の
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
今
回
、
書
法
史
へ
の
言
及
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
作
品
、
書
法
の
饗
化
、
ま
た
幸
一
目
論
の
饗
遷
と
い
っ
た
黙
に
つ
い
て
は
一

切
開
れ
な
か
っ
た
。
確
か
に
書
法
史
を
語
る
上
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
考
察
は
必
要
不
可
鉄
で
あ
る
が
、

一
方
で
、
「
書
」
が
ど
の
よ
う
に
し

て
人
々
の
聞
に
贋
ま
り
、
そ
し
て
文
化
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
「
書
」
を
文
化
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
捉
え
、
線
躍
的

に
考
察
し
よ
う
と
い
う
覗
駐
か
ら
の
研
究
も
同
様
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
中
国
書
法
史
研
究
に
つ
い
て
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
依

然
と
し
て
山
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註(
l
)
 
法
帖
と
は
、
書
作
品
の
異
績
や
事
本
を
木
ま
た
は
石
に
刻
し
、
そ

の
墨
拓
に
鑑
賞
す
る
た
め
に
適
し
た
装
棋
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
法
帖
に
は
、

一
人

一
帖
を
刻
し
た
草
帖
と
、
多
人
数
ま
た
は

多
種
類
の
も
の
を
集
め
て
刻
し
た
集
帖

(ま
た
は
業
帖
)
の
二
種
類

が
あ
る

(中
田
勇
次
郎

「
王
義
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
』

〈二
玄
社

一
九
六
O
〉
参
照
)
。
向
、
本
稿
で
言
及
す
る
の
は
主

に
後
者
の
集
帖
で
あ
る
が
、
便
宜
上
す
べ
て
法
帖
と
表
記
し
た
。

(2
)

宮
崎
市
定
「
明
代
蘇
松
地
方
の
士
大
夫
と
民
衆
|

|
明
代
史
素
描

の
試
み
|
|
」

(『
史
林
』
一一一
七

|
一一一一

九
五
四
、
の
ち

『宮
崎
市

定
全
集

一
三

明
』
岩
波
書
庖

一
九
九
二
に
枚
銀
)、
同
「
明

清
時
代
の
蘇
州
と
軽
工
業
の
後
達
」
(
『
東
方
祭
」
第
二
輯

一
九
五

一
、
の
ち

『宮
崎
市
定
全
集

二
ニ

明
』
岩
波
書
庖

一
九
九
二

に
牧
銭
)
参
照
。

(
3
)

王
士
性

『蹟
志
線
』
巻
二
「
雨
都
」
。

(
4
)
荒
井
健
編

「中
華
文
人
の
生
活
』
(
卒
凡
紅

一
九
九
四
)、
前
掲

宮
崎
市
定
論
文
「
明
代
蘇
松
地
方
の
士
大
夫
と
民
衆
」
、
内
山
知
也

『明
代
文
人
論
』
(
木
耳
祉

一
九
八
六
)
、
大
木
康

『明
末
の
は
ぐ

れ
知
識
人
橋
夢
龍
と
蘇
州
文
化
』
(
講
談
枇

一
九
九
五
)
等
参

nuu
o
 

(
5
)
前
掲

『中
華
文
人
の
生
活
』
ま
え
が
き
参
照
。

(
6
)

青
木
正
児
「
琴
棋
書
輩
」

(「
青
木
正
児
全
集
』
第
七
を
春
秋
一吐

一
九
七

O
)
参
照
。

(
7
)

鈴
木
正
「
明
代
山
人
考
」
(
『清
水
博
士
追
悼
記
念
明
代
史
論
叢
』

一
九
六
二
)
、
金
文
京

「中
園
近
世
に
お
け
る
知
識
人
の
性
格
|
|

明
代
の
山
人
を
手
が
か
り
と
し
て
」
(
『中
園
史
筆
』
第
七
容

一
九

九
七
)、
同
「
明
代
寓
暦
年
開
の
山
人
の
活
動
」

(『
東
洋
史
研
究
』

六
一

|
三

二

O
O
二
)
、
大
木
康

「山
人
陳
縫
儒
と
そ
の
出
版
活

動
」
(
『山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院

一
九

九
O
)
、
井
上
充
幸
「
明
末
の
文
人
李
日
牽
の
趣
味
生
活
|
|
『味

水
軒
日
記
』
を
中
心
に
t
||」

(「
東
洋
史
研
究
』
五
九
|
一
一

一0

0
0
)
参
照
。

(8
)

枇
曾
秩
序
の
崩
媛
、

枇
曾
的
流
動
性
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
森
正

夫
「
明
末
の
枇
曾
閥
係
に
お
け
る
秩
序
の
愛
動
に
つ
い
て
」
(
『名
古

屋
大
祭
文
撃
部
三
十
周
年
記
念
論
集
』

一

九
七
八
)、
岸
本
美
緒

『明
清
交
替
と
江
商
社
曾

一
七
世
紀
中
園
の
秩
序
問
題
』
(
東
京

大
祭
出
版
曾
一
九
九
九
)
等
参
照
。
そ
の
枇
曾
朕
況
の
愛
化
の

一

端
を
「
山
人
」
が
捻
っ
た
と
い
う
考
察
は
、
前
掲
井
上
充
幸
論
文
参

(9
)

大
木
康
「
明
末
江
南
に
お
け
る
出
版
文
化
の
研
究
』(『
康
島
大
祭

文
向
学
部
紀
要
』
第
五

O
巻
特
輯
競

一
九
九

一)、

井
上
進

『中
園

出
版
文
化
史
』
(
名
古
屋
大
祭
出
版
曾

二
O
O
二
)
、
穆
昧
禾

『明

代
出
版
史
』
(
江
蘇
人
民
出
版
世

二
0
0
0
)
等
参
照
。

(
叩
)
前
掲
大
木
論
文
、
金
文
京
「
湯
賓
手
と
明
末
の
商
業
出
版
」
(
前

掲

『中
華
文
人
の
生
活
』)
等
参
照
。

(
日
)

大
木
康
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
書
籍
の
大
衆
化
に
よ

っ
て
印
刷
物
を

媒
健
と
し
た
「
大
衆
惇
達
枇
曾
」
が
成
立
し
た
、
と
し
て
い
る

(前

掲
大
木
著
書

『明
末
江
南
に
お
け
る
出
版
文
化
の
研
究
』
参
照
)
。

(
ロ
)
中
砂
明
徳

『江
南
中
園
文
雅
の
源
流
』
(
講

談

枇

二

O
O
二
)

出
為
P

昭…
。

(
日
)

井
上
徹
「
宗
族
形
成
の
再
開
|
|
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
地
方
を

針
象
と
し
て
|
|
」

(
『
名
古
屋
大
撃
東
洋
史
研
究
報
告
』
一

八

一

九
九
四
)
、
同
「
蘇
州
枇
舎
と
宗
族
」
(
『
歴
史
』
八
九

一
九
九
七)、
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同
「
宗
族
普
及
の
一
局
面
|
|
江
蘇
澗
庭
東
山
を
釘
象
と
し
て

|
|
」
(
『
中
園
|
|
枇
舎
と
文
化
』
一
一
-
一
一
九
九
八
)
、
同
『
中

園
の
宗
族
と
園
家
の
櫨
制
』
(
研
文
出
版
二

0
0
0
)
等
参
照
。

(
弘
)
査
繕
佐
『
罪
惟
録
』
列
俸
巻
一
一
一
一
下

「
文
震
孟
粗
徴
明
」
。

(
日
)
陳
粛
生
輯
『
天
啓
崇
頑
雨
朝
遺
詩
小
俸
』

「
文
文
粛
公
」
。

(
日
)
江
兆
申
『
文
徴
明
輿
蘇
州
董
壇
』
(
園
立
故
宮
博
物
院
一
九
七

七
)
、
周
遁
振
『
文
徴
明
書
重
筒
表
』
(
人
民
美
術
出
版
社
一
九
八

五
)
、
内
山
知
也
「
文
徴
明
の
生
涯
と
套
術
」
(
前
掲
『
明
代
文
人

論
』
第
四
章
)
、
『
文
徴
明
集
』
(
中
園
法
書
ガ
イ
ド
五

O

二
玄
枇

一
九
八
九
)
、
周
這
振
・
張
月
隼
『
文
徴
明
年
譜
』
(
百
家
出
版
社

一
九
九
八
)
、
劉
釜
『
文
徴
明
詩
書
董
套
術
研
究
』
(
惹
風
堂
一
九

九
五
)
、
劉
綱
紀
『
明
清
中
園
重
大
師
研
究
叢
書
文
徴
明
』
(
吉
林

美
術
出
版
枇
一
九
九
六
)
等
多
数
。

(
げ
)
日
中
に
お
け
る
、
法
帖
研
究
の
著
名
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
前
掲
中
国
著
書
、
宇
野
雲
村
『
法
帖
事
典
』
上
・
下
(
雄
山

閤
出
版
一
九
八
四
)
、
容
庚
『
叢
帖
目
』
全
四
巻
(
中
華
書
局

一
九
八

O
)
、
中
国
法
帖
全
集
編
輯
委
員
舎
編
『
中
園
法
帖
全
集
』

全
一
七
巻
(
中
園
美
術
分
類
全
集
湖
北
美
術
出
版
社
二

0
0

一
一
)
等
。

(
時
)
明
代
の
文
人
一
族
に
関
す
る
研
究
に
は
、
本
稿
で
論
じ
る
文
氏
一

族
に
つ
い
て
僅
か
に
、
津
田
雅
弘
「
明
代
蘇
州
文
氏
の
姻
籍
|
|
臭

中
文
苑
考
察
へ
の
手
掛
か
り

l
l」
(
『大
東
文
化
大
挙
紀
要
』
一
一
一
一

一
九
八
三
)
、
小
松
謙

「
文
徴
明
の
後
爾
た
ち
」
(
前
掲

『
文
徴
明

集
』
)
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
津
田
氏
の
論
考
は
、
家
系

を
復
元
し
そ
の
姻
戚
開
係
を
調
査
し
た
に
す
ぎ
な
い
感
が
あ
り
、
ま

た
小
松
氏
の
論
考
も
、
徴
明
以
降
、
数
名
の
文
氏
一
族
の
事
跡
を
辿

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
日
)
謝
肇
湖
『
五
雑
組
』
単
位
七
。

(
初
)
謝
肇
湖

『
五
雑
組
』
巻
七
。

(
幻
)
大
野
修
作
「
元
・
明
の
書
の
復
古
と
商
品
化
」
(
『
書
論
と
中
国
文

挙

』

第

二

章

研

文

出

版

二

O
O
一
)
参
照
。

(n)
江
南
文
化
の
隆
盛
と
婆
術
作
品
の
流
通
に
一
役
買
っ
た
商
人
た
ち

と
の
閥
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
活
金
民
「
明
清

地
域
商
人
奥
江
南
文
化
」

(
『
江
海
撃
刊
』
二

O
O
二
|
一
)
、
前
掲

中
砂
著
書
等
が
あ
る
。

(
お
)
代
表
的
な
も
の
を
奉
げ
て
み
る
と
、
朱
存
理
『
銭
網
珊
瑚
書
品
』
、

同
「
珊
瑚
木
難
』
、
文
徴
明
『
文
待
詔
題
政
』
、
文
嘉
『
鈴
山
堂
書
輩

記
』
、
王
世
貞
云
芽
州
山
人
題
政
』
、
朱
之
赤
「
朱
臥
庵
裁
書
董
目
』
、

郁
逢
慶
『
書
輩
題
政
記
』
、
張
丑
『
清
河
書
重
紡
』
、
同
『
同
県
蹟
日

銀
』
、
正
珂
玉
『
珊
瑚
網
』
、
孫
鍍

『書
董
放
政
』
等
、
枚
奉
に
暇
が

な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
江
南
地
方
に
お
い
て
著
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
書
董
録
の
流
行
の
背
景
に
は
、
在
野
の

項
元
沖
に
代
表
さ
れ
る
大
牧
裁
家
の
出
現
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
こ

の
時
期
に
数
々
登
場
し
た
民
間
の
収
蔵
家
に
つ
い
て
は
、
外
山
軍
治

「
明
清
の
賞
鑑
家
|
|
書
遁
文
化
を
さ
さ
え
た
人
々
|
|
」
(
「
中
閣

の
書
と
人
』
創
元
社
一
九
七
一
)
、
前
掲
井
上
充
幸
論
文
、
前
掲

中
砂
著
書
等
に
詳
し
い
。

(μ)

「
潤
例
」
と
は
、
書
童
家
刻
作
品
の
定
債
を
規
格
ご
と
に
公
示
す

る
こ
と
で
あ
り
、
明
代
に
な
っ
て
愛
生
普
及
し
た
現
象
で
あ
る
。
明

末
に
お
い
て
書
室
作
品
が
商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
潤
例
」
に
闘
し
て
は
、
津
田
雅
弘
「
潤
例

の
愛
生
と
展
開

l
l明
・
清
に
お
け
る
文
人
貰
妻
家
の
自
立
|
|
」

二
番
町
晶
子
書
道
史
研
究
』
第
七
時
抗
一
九
九
七
)
に
詳
し
い
。

(
お
)
前
掲
大
野
論
文
参
照
。

(お
)

中
田
勇
次
郎
「
法
書
鑑
賞
の
歴
史
」

(『
中
田
勇
次
郎
著
作
集
』
第

一
巻
二
玄
紅
一

九
八
四
)
、
同
「
明
人
の
蓄
と
そ
の
鑑
賞
」
(
同

書
第
四
巻
二
玄
枇
一
九
八
五
)
参
照
。

(幻
)

中
田
勇
次
郎
「
中
図
書
遁
史
明
」

(前
掲

「中
田
勇
次
郎
著
作

集
』
第
一
巻
)、
前
掲
中
田
著
書
『
王
義
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の

研
究
』
、
前
掲
註
(
お
)
の
中
田
論
文
等
参
照
。
ま
た
、
清
代
中
期

の
金
匿
の
人
銭
泳
に
よ
る

『履
園
叢
話
』
中
に
は
「
明
刻
」
と
題
さ

れ
た
一
節
が
あ
る
が
、
明
一
代
の
法
帖
の
刊
行
状
況
を
簡
潔
に
ま
と

め
て
お
り
、
そ
の
活
況
ぶ
り
が
十
分
に
窺
え
る
(
叢
話
九
碑
帖

「
明
刻
」
)。

(お
)

前
掲
中
田
著
書
『
王
義
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
』
参
照
。

(鈎
)

王
靖
憲
「
明
代
叢
帖
綜
遮
」

(前
掲

「中
園
法
帖
全
集
』
二
二
所

枚
)
参
照
。

(
ぬ
)

ま
た
、
『
明
賓
録
』
に
以
下
の
記
事
が
見
え
る
。

周
王
有
倣
亮
。
王
周
定
王
嫡
長
子
、
母
妃
鴻
氏
。
洪
武
十
二
年
生
、

二
十
四
年
加
封
矯
世
子
。
洪
配
…
元
年
襲
封
周
王
。
王
博
準
著
書
、

所
著
有
誠
薪
集
、
所
臨
有
東
書
堂
法
帖
。
至
是
莞
、
享
年
六
十
有

一。

卦
問
、
上
綴
覗
朝
三
日
、
遺
官
致
祭
。
話
回
憲
命
、
有
司
笹

葬
。
(
『
明
英
宗
賓
銭
』
巻
五
五
正
統
四
年
五
月
甲
成
係
)

こ
の
法
帖
が
民
間
に
お
い
て
翻
刻
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
事
は
、

(
幻
)

現
段
階
で
は
見
嘗
た
ら
な
い
が
、
王
府
内
で
は
成
化

一
七
年
に
翻
刻

さ
れ
て
い
る
(
「
叢
帖
目
』
所
引
「
書
重
刻
東
書
堂
集
古
法
帖
」
)

0

(詑
)
最
近
、
園
版
と
稼
文
、
解
説
等
が
附
さ
れ
た
『
賓
賢
堂
集
古
法

帖
』
(
文
物
出
版
枇

二
O
O
二
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ

て
参
考
に
さ
れ
た
い
。

(お
)

ま
た
、
弘
治
九
年
の
自
序
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

臣
幼
好
法
書
、
父
王
因
臣
所
好
、
命
臣
採
揮
古
今
字
帖
之
佳
者
、

集
成
巨
断
、
因
名
之
目
指
貝
耳
東
堂
集
古
法
帖
。
鼠
成
、
不
敢
自
私
、

啓
於
父
王
、
装
演
成
品
山
以
準
一
。

こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
こ
の
法
帖
が
朱
奇
源
の
趣
味
が
高
じ
て
出
来
上

が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
M
A
)

章
簡
甫
は
、
名
は
文
、
字
は
筒
甫
(
の
ち
字
を
も

っ
て
稽
し
た
)
、

競
は
質
谷
、
蘇
州
の
人
で
あ
る
。
彼
が
錦
刻
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
以
下
の
記
事
で
わ
か
る
。

章
簡
甫
乃
週
来
刻
石
第
一
手
、
尤
精
於
奉
揚
。
開
篤
華
東
沙
刻
此

帖
時
、
既
填
朱
登
石
、
乃
更
取
原
帖
置
面
前
玩
取
形
勢
。
刻
成
後
、

再
較
針
、
有
毒
髪
不
似
、
必
矯
正
之
。
蓋
刻
石
而
又
粂
手
臨
者
、

以
故
備
得
筆
意
。
(
孫
破
『
書
壷
政
政
』
巻
二

「
己
呉
賞
粛
帖
」
)

ま
た
、
王
世
貞
が
彼
の
墓
志
銘
を
書
い
て
も
い
る

(『会
州
山
人
四

部
稿
繍
稿
』
巻
九

一)。

(お
)

王
樹

「淳
化
秘
閣
法
帖
考
正
』
巻
二
古
今
法
帖
考
「
莫
賞
薪

帖」
。

(
お
)
華
夏
、
字
中
甫
。
少
師
事
王
守
仁
、
守
仁
論
龍
場
廃
、
夏
周
旋
患

難
。
中
歳
奥
呉
下
文
徴
明

・
祝
允
明
輩
篤
性
命
交
。
構
同
県
賞
融
問
於

東
沙
、
裁
三
代
鼎
券
、
貌

・
菅
以
来
金
石
鎌
素
、
品
鑑
推
江
東
巨
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眼
。
徴
明
第
之
銘
、
国
民
賞
融
制
拓
本
妙
玲
宣
和
、
停
雲
・
快
雲
而
下
、

不
敢
望
也
。
(
光
緒

『無
錫
金
置
懸
志
』
巻
一
一
一
一
)

(
幻
)
注
珂
玉
『
珊
瑚
網
』
書
録
巻
一
一
一

「
文
衡
山
政
華
氏
淳
化
租
石
刻

法
帖
六
巻
」
、
郁
逢
慶
『
書
董
題
政
記
』
巻
一

「宋
揚
淳
化
租
石
刻

法
帖
六
巻
」
に
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
競
は
『
書
重
題
政

記
』
に
よ
っ
た
。

(
お
)
迂
珂
玉
『
珊
瑚
網
』
書
録
巻
一一一

「
文
衡
山
政
華
氏
績
収
淳
化
租

石
刻
法
帖
三
巻
」
、
郁
逢
慶

『書
室
題
政
記
』
巻

一
「
績
集
淳
化
租

石
刻
法
帖
三
巻
」
に
と
も
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
競
は

『書
葺

題
政
記
』
に
よ
っ
た
。

(
却
)
迂
珂
玉
『
珊
瑚
網
』
書
録
巻
一

一一

「
華
氏
閣
帖
合
壁
諸
政
」
。

(ω
)
注
珂
玉

『珊
瑚
網
』
書
銭
巻
一

一一

「
華
氏
閣
帖
合
壁
諸
政
」
。

(
伯
)

早
来
左
顔
、
勿
勿
不
獲
款
曲
、
甚
焼
。
承
借
顔
公
帖
、
適
蹄
、
僕

馬
遼
濯
、
不
及
詳
関
、
姑
随
使
馳
納
。
他
日
入
城
、
更
望
帯
至
一

観
、
干
高
千
高
。
策
頭
亦
伺
後
次
、
不
悉
。
徴
明
頓
首
中
甫
隼
兄
。

(
郁
逢
慶
『
書
董
題
政
記
』
巻
一
「
顔
魯
公
劉
中
使
帖
填
蹟
」
)

(
M
M
)

郁
逢
慶

『書
董
題
政
記
』
巻
五
。

(
必
)

尤
敬
に
つ
い
て
は
、
崇
頑

『呉
懸
志
』
巻
五
三
に
以
下
の
記
述
が

本
山
ヲ
匂
。

尤
敬
者
、
墨
楊
妙
手
、
而
装
核
則
有
徐
三
泉
・

王
後
渓
。
文
氏
停

雲
館
帖
、
必
用
此
三
人
、
故
檀

一
時
之
名
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は

『停
雲
舘
帖
』
の
刊
行
に
携
わ
っ
た
墨
楊
の

名
手
と
し
て
、
名
を
轟
か
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
仏
)
文
元
善
「
停
雲
館
帖
目
録
」。

(必
)

屠
隆

『考
繋
品
跡
事
』
巻
一
「
帖
釜
」
。

(
必
)
有
名
な
も
の
と
し
て
は
、
王
世
貞
に
よ
る
政

(『
会
州
山
人

四
部
稿
』
巻
二
二
三
)
と
、
そ
れ
に
践
し
た
孫
磯
の
蹴
(
『書
董
放

政
』
巻
二
)
が
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
以
下
の
史
料
が
あ
る
。

近
時
、
文
長
洲
父
子
皆
自
葉
銭
上
石
。
或
托
門
客
温
恕
・
章
簡
甫

矯
之
。
二
人
皆
臭
中
名
手
也
。
縦
有
名
筆
而
不
得
妙
工
、
本
来
面

白
十
鈍
二
存
失
、
況
欲
得
其
榊
采
哉
。
(
謝
肇
湖
『
五
雑
組
』
巻

七
)

文
衡
山
父
子
皆
精
書
撃
、
而
又
能
自
鎖
刻
。
嘉
靖
中
、
事
勤
奮
跡

及
、近
時
名
筆
共
十
二
単
位
、
清
勤
不
俗
、
近
世
諸
刻
推
此
第

一。

停

雲
舘
帖
先
有
四
巻
。
帖
首
標
題
乃
是
小
字
、
後
更
致
去
、
重
奉
矯

十
二
巻
。
:
:
:
首
巻
菅
・
唐
小
橋
多
嫁
越
州
石
氏
本
入
石
、
越
州

本
今
在
錫
山
秦
太
剛
山
子
元
献
家
。
難
是
古
揚
要
亦
枯
燥
少
一珊
采
、
停

雲
祖
之
、
更
盆
板
滞
、
宜
鴛
吾
宗
損
蓬
先
生
之
所
阿
也
。
唐
刑
川

先
生
云
、
余
見
停
雲
帖
李
懐
琳
絶
交
書
後
、
乃
見
孫
氏
所
裁
宋
本
、

則
精
神
相
去
十
倍
。
書
之
者
非
有
異
市
刻
之
者
異
也
。
難
有
善
書

非
善
刻
者
、
不
能
愛
其
精
神
而
傍
於
世
也
。
余
見
孫
過
庭
書
諮
同
県

跡
亦
正
如
此
。
文
氏
父
子
精
子
事
揚
、
又
得
章
簡
父
等
妙
手
左
右

之
、
倫
且
不
能
無
憾
、
況
下
者
乎
。
(
孫
承
淳

『問
者
軒
帖
考
』

「
停
雲
一館
帖
」
)

(U
)

『
清
河
書
霊
紡
』
の
記
述
に
は
「
信
圏
手
書
過
小
青
ロ
詩

一
巻、

後
有
原
博
済
之
二
隊
、
乃
徴
仲
放
物
也
。
今
奉
刻
停
雲
館
中
。
」
と

あ
る
よ
う
に
、
「
過
小
青
口
詩
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『停

雲
舘
帖
』
第
七
中
に
刻
さ
れ
て
い
る
「
至
桃
源
勝
五
律
」
と
同
じ
で

あ
る
。

(必
)

今
回
引
用
し
た
史
料
は
、
容
庚

『叢
帖
目
』
所
引
の
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
長
風
間
叢
書

(宣
統
元
年
刊
)
に
枚
め
ら
れ
る

『寒
山
金

石
林
部
目
』
に
は
、
本
文
で
引
用
し
た
記
述
は
な
い
。
現
段
階
で
は

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
調
査
中
で
あ
る
。
な
お
、
本
史

料
は
さ
き
に
、
前
掲
津
田
論
文
「
潤
例
の
愛
生
と
展
開
||
明

・
清

に
お
け
る
文
人
買
禁
家
の
自
立
|
|
」
中
で
す
で
に
引
用
さ
れ
て
い

る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(ω
)
震
孟
は
そ
の
文
集

『初
園
文
集
』
の
中
で
、
彼
を
幾
度
と
な
く

「
吾
友
」
と
添
え
て
言
及
し
て
い
る
し
、

『文
文
粛
公
日
記
』
に
は
、

震
孟
と
宣
光
と
の
日
常
的
な
交
流
を
行
う
姿
が
窺
え
る
記
事
が
多
い
。

九
日
、

:
:
:
越
凡
夫
(
宣
光
)
父
子
来
、
夜
談
久
之
、
因
留
宿
。

・・十
三
日
、
:
:
・
下
午
、
孟
長

(銚
希
孟
)
来
、
同
至
虎
丘
。

赴
古
白

(陳
元
素
)
之
酌
。
至
宇
培
、
選
遁
越
凡
夫
、
同
舟
以
往
。

飲
至
四
鼓
。
附
琴
洲
舟
蹄
。
(
『文
文
粛
公
日
記
』
天
啓
五
年
三
月

係
)

(
印
)

陸
師
遁
、
字
子
侍
。
:
:
:
騎
而
務
徴
明
門
、
稽
弟
子
p
i
-
--善
詩

文
、
工
小
楢
古
豪
給
事
。
人
謂
徴
明
四
絶
、
不
滅
越
孟
煩
、
而
師

遁
段
徳
之
、
其
風
向
亦
略
相
似
O
i
-
-・
女
字
卿
子
、
遁
越
{
昆
光
、

夫
婦
皆
有
開
於
時
。(『
明
史
』
巻
二
八
七
「
陸
師
道
俸
」
)

(
日
)
前
掲
井
上
進
著
書
参
照
。

(臼
)

こ
の

『停
雲
館
帖
」
の
他
に
も
、
首
時
の
債
格
を
知
る
こ
と
の
で

き
る
法
帖
は
あ
る
。
上
海
で
嘉
靖
四
五
年
、
高
暦
一

一
年
に
そ
れ
ぞ

れ
刻
さ
れ
た

『淳
化
問
帖
』
の
顧
氏
本
と
潜
氏
本
で
あ
る
。
こ
の
法

帖
に
は
そ
れ
ぞ
れ
校
勘
記
が
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
値
段
が
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
前
掲
宇
野
雪
村
著
書
中
の
圃
版
に
見
え

る
)
。
嘉
靖
末
年
か
ら
蔦
暦
初
頭
に
か
け
て
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
、
法
帖
が
営
利
目
的
で
出
版
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

(臼
)

蔦
暦

『上
海
豚
志
」
巻
一

O

塞
文
志
「
法
帖
」
。

(弘
)
こ
の
『
上
海
豚
志
』
の
ほ
か
に
も
、
法
帖
を
列
摩
し
て
い
る
地
方

士
心
が
あ
る
。
例
え
ば
、
崇
頑
『
松
江
府
士
心
』
巻
五
六
金
石
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
る
。

(日
)

李
日
華

『味
水
軒
日
記
』
巻

一

寓
暦
三
七
年
六
月
係
。

(日
)

李
日
華

『味
水
軒
日
記
』
巻
三

蔦
暦
三
九
年
四
月
係
。

(幻
)

前
掲
井
上
充
幸
論
文
参
照
。

(日
)

何
良
俊
『
四
友
粛
叢
説
」
巻
二
七
書
。

(臼
)

謝
肇
糊

『五
雑
組
』
巻
七
。

(ω
)
沈
徳
符

『寓
暦
野
獲
編
』
巻
二
六
玩
具
「
小
槌
塁
刻
」
。

(臼
)

文
徴
明
と
衰
毅
の
聞
に
も
「
書
」
を
通
じ
た
交
流
が
か
い
ま
見
え

る
。
徴
明
が
彼
に
透
っ
た
書
簡
の
中
に
は
、
表
数
よ
り
様
々
な
書
作

品
を
借
り
受
け
た
穂
状
が
あ
る
(
『文
徴
明
集
』
補
輯
巻
二
七
所
収

書
簡
)
。

(

位

)

同

VH口
問

Z

国

O
司
寸
芯
ト
hHト弘司、
a
b
¥
h
N
h
R
S
h
S
Hヨ
ミ
コ
ミ
(リ」rtsbw

kS
M高
S
A
¥
~山
S
Q
~
h
h
D
E
N
e
w
H
ω
昆
l
H
U
H
H
W

。。-o日
乞
白

C
E
S
E
，

弓
削
U
S
M
m
Z命
者
ペ

o
p
s
s
邦
誇
は
、
何
嫡
様
著
・
寺
田
隆

信

・
千
種
員
一
議

『科
傘
と
近
世
中
圏
一
枇
曾
立
身
出
世
の
階
梯
』

(卒
凡
社

一
九
九
三
)。
今
回
は
、
そ
の
邦
誇
を
引
用
し
た
。

(臼
)
前
掲
註
(
日
)
の
井
上
徹
氏
に
よ
る

一
連
の
論
文
・
著
書
参
照
。

(似
)

こ
の
『
文
氏
族
譜
績
集
」
は
、
民
圏
一
八
年
(
一
九
二
九
)
刊
で

曲
石
叢
書
所
収
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彰
穀
孫
な
る
人
物
に
よ
っ
て
重

修
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
の

『文
氏
族
譜
績
集
』
は
、
清

-
薙
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正
年
間
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)

『文
氏
族
譜
績
集
」
楊
縄
武
序
。

(
侃
)
散
騎
府
君
定
聴
妻
都
指
簿
察
本
女
、
従
察
徒
蘇
、
復
随
察
徒
杭
。

子
四
人
、
慾
・
恕
・
恵
・
愈
。
懲
・
恕
・
愈
倶
居
杭
州
、
子
孫
遂

潟
杭
人
。
存
心
府
君
恵
少
侍
散
騎
至
蘇
、
資
於
蘇
張
世
茸
遠
氏
。
因

留
居
呉
門
占
籍
長
洲
、
是
骨
周
蘇
州

一
支
。(『
文
氏
族
譜
績
集
』
蘇

州
世
系
表
)

こ
の
族
諮
の
記
述
よ
り
、
文
{
疋
聴
の
次
子
で
あ
る
恵
が
杭
州
よ
り
、

蘇
州
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
か
ら
、
蘇
州
文
氏
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

(
釘
)
五
口
文
氏
自
漠
成
都
守
翁
以
来
亦
無
他
族
。
今
余
家
世
譜
乃
先
大
夫

温
州
所
修
、
復
経
先
太
史
之
手
。
皆
断
自
宋
金
紫
光
旅
府
君
而
下

遮
世
次
之
、
明
白
者
震
庫
陵
嘗
譜
・
衡
山
新
描
問
。
即
信
園
文
山
公

雄
相
傍
第
一
族
、
而
譜
牒
未
明
。
二
先
公
皆
不
欲
附
未
信
以
来
奔

郭
之
恥
。
不
宵
欲
以
来
臭
之
後
、
男
修
一
譜
、
題
鴬
文
氏
蘇
州
小

宗
譜
略
、
倫
未
暇
也
。
(
文
元
愛

『印
字
圏
薪
随
筆
』
)

(
問
山
)
高
暦
「
長
洲
勝
志
』
巻
一
一
壇
洞
。

(
印
)
康
配…

『蘇
州
府
志
」
巻
三
六
洞
紀
上
。

(
旬
)
鄭
敷
数

「
文
信
園
公
忠
烈
桐
記
」
(
乾
隆
『
蘇
州
府
志
」
巻
二一

壇
廟
)
。

(
九
)

『文
氏
族
詩
情
積
集
』
歴
世
第
宅
坊
表
志
。

(η)
郷
満

『啓
頑
野
乗
』
巻
一
「
文
文
粛
侍
」
。

(
月
)
重
修

『文
氏
族
譜
績
集
』
彰
毅
孫
校
刻
序
。

(
九
)
『
文
氏
族
譜
績
集
』
楊
縄
武
序
。

(
布
)

『明
史
』
巻
二
八
七
「
文
徴
明
傍
」
。

(
刊
山
)
前
掲
著
書

『文
徴
明
年
譜
」
参
照
。

(
け
)
王
寵
に
関
し
て
は
、
『
甫
回
集
」
巻
=
二
墓
志
銘
中
に
、
徴
明

に
よ
る
墓
志
銘
「
王
履
士
口
墓
志
銘
」
が
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
徴
明
と

の
親
交
の
深
さ
が
窺
え
る
。
陳
淳
に
つ
い
て
も
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

陳
復
道
、
名
淳
、
以
字
行
。
:
:
:
淳
受
業
徴
明
、
以
文
行
著
、
普

書
輩
、
自
競
白
陽
山
人
。(『
明
史
』
巻
二
八
七
「
陳
復
這
惇
」
)

因
み
に
、
彼
の
従
孫
に
あ
た
る
陳
仁
錫
は
文
震
孟
と
同
年
で
あ
り
、

彼
と
私
的
交
流
を
多
く
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
『
文
文
粛
公
日
記
』

よ
り
わ
か
る
。

(
沌
)
『
明
史
』
巻
二
八
七

「
文
徴
明
傍
」
。

(
乃
)
こ
の
『
印
章
集
説
」
(
叢
書
集
成
初
編
所
牧
)
は
、
六
七
項
目
に

分
け
て
印

(
築
刻
)
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

(
初
)
文
彰
と
項
元
沖
と
の
緊
密
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、
松
村
茂
樹

「
故
宮
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
源
流
を
め
ぐ
っ
て
賞
鑑
家
の
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
」

(『書
を
探
る
王
義
之
か
ら
書
数
育
ま
で
』
ア
l
ト
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
一
九
九
六
)
に
詳
し
い
。

(
創
)
嘉
靖
乙
丑
(
四
四
年
)
五
月
、
提
撃
賓
涯
何
公
機
余
往
関
宮
籍
巌

氏
書
童
、
凡
分
宣
之
奮
宅
、
衰
州
之
新
宅
、
省
城
諸
新
宅
所
裁
蓋

後
以
観
。
歴
三
閲
月
、
始
勉
畢
事
。
:
:
:
隆
慶
戊
辰
(
二
年
)
冬

十
二
月
十
七
日
、
茂
苑
文
嘉
書
於
文
江
草
堂
。
(
文
嘉

『鈴
山
堂

書
重
記
』)

(
幻
)
郷
品
問
『
啓
頑
野
乗
」
巻
一
「
文
文
粛
停
」
。

(
お
)

徐
扮

『居
易
堂
集
』
巻

二
ニ

誌

銘

「
明
故
質
治
手
嘉
議
大
夫
種

部
右
侍
郎
粂
東
閣
大
同
学
士
贈
種
部
左
侍
郎
議
文
粛
文
公
墓
誌
銘
」
。

(例
)
光
緒

『蘇
州
府
志
』
巻
八
七
人
物
一
四
。
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こ
の

『長
物
志
』
に
つ
い
て
は
、
近
年
そ
の
誇
注
本

(『
長
物
志

|
|
明
代
文
人
の
生
活
と
意
見
』
金
三
巻

〈東
洋
文
庫

一
九
九

九
〉)
が
刊
行
さ
れ
、
容
易
に
そ
の
内
容
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。

(
鉛
)

顧
苓

『塔
影
園
集
』
巻
二

「
政
八
分
書
千
字
文
」
。

(
釘
)

『
約
図
文
集
』
巻

一
六

題

抜
。

(
∞
∞
)
『
務
園
文
集
』
巻
一
七
題
抜
。

(
鈎
)
先
待
詔
書
翰
滴
海
内
外
。
然
農
者
役
往
不
能
賞
贋
者
什
一

。
嘗
見

鑑
賞
家
珍
秘
百
方
開
出
相
示
、
贋
者
過
半
。(『
約
園
文
集
』
巻

一

七
題
抜
「
題
石
湖
花
務
曲
」
)

晶
画
世
成
知
先
公
書
足
珍
、
而
郷
苦
贋
本
繁
多
、
未
易
解
析
、
不
知

英
贋
之
鰭
。
(
同
巻

一
七
題
政
「
政
赤
壁
賦
」
)

(
お
)

(
m
別
)

『
約
園
文
集
」
忠信

一
七

題

政

。

(
引

)

切

0
2円山田

2
4日

u
e
円
、
お
り
ロ
円
刊
誌
町

H
E
N
-
2
4
H
N
4
N吊

8
2
n
之
内
§

'道
、
ヨ
E
F

玄

-E
Z
eE
3
邦
議
は

p
・
ブ
ル
デ
ュ

l

・
石
井
洋
二
郎
誇

『デ

ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
[
枇
曾
的
判
断
力
批
判
]

I
・
E
』
(藤
原
書

庖

一

九

九

O
)
。
今
回
は
、
そ
の
邦
誇
を
参
照
し
た
。
ま
た、

こ

の
ブ
ル
デ
ュ

l
の
「
文
化
資
本
」
の
縦
念
を
用
い
た
論
考
と
し
て
は
、

平
田
茂
樹
『
科
奉
と
官
僚
制
』
(
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
九

山

川

出

版
枇

一
九
九
七
)
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
卒
田
氏
は
、
科
奉
を

「特
定
の
階
層
か
ら
官
僚
を
絶
え
間
な
く
生
み
出
す
再
生
産
シ
ス
テ

ム
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
「
貴
族
文
化
の
停
統
を
受
け
継
ぐ
現
代

の
フ
ラ
ン
ス
の
エ
リ
ー
ト
枇
舎
の
構
造
」
と
釣
比
さ
せ
て
論
じ
て
い

る。
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THE PUBLICATION OF CALLIGRAPHIC ALBUMS AND

　　　　　

THE WEN 文CLAN OF SUZHOU 蘇州

　　　　　　　

DURING THE MING DYNASTY

Masuda Tomoyuki

　　

After the Mid-Ming period and by the time of the Jia-jing嘉靖and Wang-li 萬

暦era, the Jiangnan 江南region, particularlySuzhou 蘇州had become repre-

sentative of aU of China both economically and culturally.In the Jiangnan region,

the Wen clan 文氏of Suzhou, led by the celebrated painter Wen Zheng-ming 文徴

明, became famed as a literatifamily of intellectuals, having produced many

offsp血g who might be termed literati.This study focuses on the Wen clan in re-

gard to the socio-culturalissues of the“formation of the family,”and the“culture

of publishing,”and the following two points have been considered.

　　

The firstpoint that has been considered is the publicationotfatie法帖, callig-

raphic albums in which samples of model calligraphy were collected, which have

not been addressed in the conteχt of the history of publishing during the Ming, but

these calligraphicalbums can Ｓぽely be interpreted as an important aspect of the

cultぼe of publishing as can be seen by the fact that literatifamilies printed them,

assigned monetary value to them, and circulated them among various people. The

form of publication changed from ａ bureaucratic one centered on the Princely

Establishments王府to one determined by private individuals. The period of this

transformation was the Jia-jingera during which many albums were published,

almost allof which involved Wen Zheng-ming and his sons Wen Peng 文彭and

Wen Jia 文嘉. What might be calledａ“calligraphicalbum publishing network” was

formed under the leadership of the Wen clan not only in Suzhou, but also various

parts of Jiangnan such as Ｗｕχi無錫, Shanghai上海, and Jiaxing 嘉興. Among

their publications was the Tiｗｎｓtｗｍtie停雲館帖, which was to have great influ-

ence on later efforts.Thereafter, there was ｅχplosivegrowth of such publications

during the Wang-li era in the region centered on Jiangnan.

　　

The second point that l have addressed is the fact in ａ society where passing

the bureaucratic ｅχaminationshad become an imperative, activitiesassociated with

the formation of ａclan, such as compi五ingａgenealogy 族譜, estabKshing an ances-

tralshrine 祠堂，０ｒsecuring common property were common, but the Wen clan of

Suzhou clearly displayed none of these activities.However, the Wen clan, as
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noted in the firstpoint above, had great influence on the culture of publicationin

the era through their serialpublishing d calligraphicalbums, and they participated

in numerous important cultural activities.In short, by virtue of such activities,

they accumulated what may be called“cultural capital,”and as ａ result the equa-

tion of the Wen clan being literatiwas implanted not only in the consciousness of

the Wen themselves but in the minds of those outside the clan as well. Their

position as ａliteratifamily was thus established and maintained. As regards the

society of Jiangnan after the mid-Ming period, previous studies have focused

almost exclusively on passing the examinations in terms of the formation of the

clan, but these sorts of cultural activities,such as the publishing of calligraphic

albums, can be understood as functioning sufficientlyin ａ similarrole.

THE DAOIST DEIFICATION OF THE AFTERLIFE：

　　　

ＡCONSIDERATION OF THE PHRASE “IN

　　　　

ACCORDANCE WITH THE STATUES

　　　　　　　　　

AND ORDINANCES”

　　　　　　　　　　　　　　

Sakade Yoshinobu

　　

The excavation from ancient sites of wooden tablets on which spells 呪言

have been written, particularlythose including the phrase “promptly in conformity

with the statutes and ordinances”急急如律令have garnered the attention of

scholars of ancient Japan. This spell, which originated in China, came to Japan ｍ

early times. The firstto take note of the spell was Li Kuangyi 李匡父of the

Tang. He understood it to mean “to be as fast as the thunderbolt demon,”but

Cheng Dachang 程大昌in the Southern Song argued instead that it meant “to act

in accordance with the statues and ordinance laid down by the stateグThe two

theories have been maintained to the present. As it has been legal historians in

Japan who have taken note of this spell, they have solely problematized the lega-

listicphrases “in accordance with the statues and ordinances” 如律令or “in

accordance with edicts”如詔書, and have not given sufficientconsideration of its

significanceas ａspell｡

　　

The phrases “envoy of the Celestial Thearch” 天帝使者and “［promptly］in

accordance with the statues and ordinances” that recount aspects of the afterlife

are found on biUs for land contracts 買地券and tickets from tombs 露墓券of the

Later-Han. The envoy of the Celestial Thearch 天帝was an attendant of the

ｊ-


